
2016年-2017年度 科学研究費補助金 研究活動スタート支援  

研究報告書 

 

 

 

 

 

 

近現代日本における新宗教系高等教育機関の 

社会的機能に関する研究 

研究報告書 

 

 

 

 

 

 

2018 年 3 月 

 

研究代表者 齋藤崇德 

（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 研究開発部 助教） 

 

  



研究課題名：近現代日本における新宗教系高等教育機関の社会的機能に関する研究 

研究種目：研究活動スタート支援  

研究期間：2016-08-26 – 2018-03-31   

研究課題/領域番号：16H07481 

URL：https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16H07481/ 

  



目次 

 

第１章 本稿のねらいと背景 ................................................................................................. 1 

第２章 新宗教系高等教育機関の設置理由 ........................................................................... 4 

第 1 節 本章の目的と意義 ................................................................................................ 4 

第 1 項 目的 ................................................................................................................... 4 

第 2 項 意義 ................................................................................................................... 4 

第 2 節 新宗教系高等教育機関の定義 .............................................................................. 6 

第 3 節 分析の視座――設置理由 ....................................................................................... 8 

第 4 節 分析 .................................................................................................................... 10 

第 1 項 天理教系 ......................................................................................................... 10 

第 2 項 日蓮宗法音寺系 .............................................................................................. 16 

第 3 項 創価学会系 ...................................................................................................... 18 

第 4 項 パーフェクト リバティー教団系 ................................................................. 21 

第 5 項 霊友会系 ......................................................................................................... 24 

第 6 項 金光教系 ......................................................................................................... 26 

第 5 節 結論 .................................................................................................................... 28 

第３章 新宗教系高等教育機関の組織・制度面に関する比較的研究 ................................. 30 

第 1 節 目的と背景 ......................................................................................................... 30 

第 2 節 視座 .................................................................................................................... 30 

第 3 節 分析 .................................................................................................................... 32 

第 1 項 目的の規程 ...................................................................................................... 32 

第 2 項 教学組織・カリキュラム ................................................................................ 35 

第 3 項 経営組織 ......................................................................................................... 38 

第 4 項 財政的支援 ...................................................................................................... 39 

第 4 節 結論 .................................................................................................................... 41 

第４章 新宗教の事例を通じた宗教専門職養成の理論枠組の検討 .................................... 44 

第 1 節 目的・先行研究・視座 ....................................................................................... 44 

第 2 節 宗教専門職の分類 .............................................................................................. 46 

第 3 節 養成制度 ............................................................................................................. 49 



第 4 節 能力 .................................................................................................................... 51 

第 5 節 宗教組織の中の専門職 ....................................................................................... 53 

第 6 節 結語 .................................................................................................................... 54 

おわりに ............................................................................................................................... 56 

出典・謝辞 ............................................................................................................................ 59 



1 

第１章 本稿のねらいと背景 

 

本報告書の目的は、戦後日本における新宗教系高等教育機関について、高等教育論の視

座から研究を行うに当たっての基礎的な考察を行うことにある。具体的には、複数の機関

を対象として、大学と宗教団体との関係性について、機関間の比較の視点から検討する。 

近現代日本における学校の成立と発展には、宗教団体や宗教的な理念が大きく寄与して

きており、それはとくに私学が多数を占める高等教育段階において顕著であった。このよ

うな学校教育と宗教に関して、教育学と宗教学では、主としてキリスト教、仏教および神

道の関連する学校について多数の研究が積み重ねられてきたが、新宗教系の学校の位置づ

けについてはほぼ等閑視されてきた。また、宗教自体に即していえば日本において新宗教

研究はとくに発展してきた領域であるにも関わらず、その（高等）教育事業については深

く考察されず、事業の拡大の一貫として触れられるのみであったと言える1。加えて新宗教

の多くが高等教育事業を行うようになったのは戦後期であるが、その時代的特徴について

自覚的に扱った考察はほとんど行われていない2。 

しかしながら、新宗教の特徴に基づく高等教育機関は、以下に述べる理由から、特に重

要な研究対象であるといえる。 

第一に、新宗教は近代という時代に適合的な宗教だという点である3。それは産業化や都

市化などの近代における社会変動が要請するもの、あるいはキリスト教や仏教などの既成

宗教では無視されてきた領域の必要を汲みとってきたとされる。また高等教育の拡大は、

こうした社会変動のなかでも重要な局面を形成していた。こうしたことをふまえれば、新

宗教は近代になって拡大した高等教育を、既成宗教とは異なる論理を用いて設置したと推

測できる。したがって、どのような理由付けにおいて新宗教が高等教育機関を必要として

きたのか、その理由付けの論理を探る必要がある。同時に、その理由付けが、教団と成立

した高等教育機関との関係性にどのような影響を及ぼしたのかが重要となる。 

                                                   
1 井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編，1994，『新宗教事典 本文篇』弘文堂． 
2 藤井麻央，2014，「新宗教における教育機関の機能」『神道宗教』236． 
3 井上順孝，1996，『新宗教の解読』筑摩書房．など。 
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第二に、第一の理由とも重なるものだが、新宗教は戦前期から、中産階級や知識人など

ではなく「民衆」に親しい宗教として発展してきたということが挙げられる4。この特徴は、

高等教育機関が新宗教にとって何を果たしてきたのかという点において重要となる。 

一つは、新宗教がもし「民衆」的なのであれば、また、キリスト教や仏教など「神学」

や「経典」に基づいてきた既成宗教と異なり学的側面が薄いのであれば、高等教育におい

て教授される「高度な知識」はいったいどのような内容のものであったかという点である。 

もう一つは、「宗教エリート」の養成における役割である。その「民衆」的性格にも関わ

らず、成長した宗教団体は、その組織のために宗教エリートあるいは「聖職者（clergy）」を

作り出す必要が出てくる。そのエリート養成において新宗教系高等教育機関は何を行って

きたのかを考察する必要がある。 

以上から、次の問いを明らかにすべきものとして設定できる。以下、問いと本稿の章の

構成を述べる。 

第一に、新宗教はどのような理由で高等教育機関を必要とし、そして教団と学校の関係

性はどのようなものであるのか。第二に、高等教育機関はその教団にとって何を行ってき

たのか、とくにその「高度な知識」はどのようなものであり、エリート養成はどのように

考えられていたか。 

第一の問いの、新宗教がどのような理由で高等教育機関を必要としたのかという点であ

るが、まず大学含め高等教育機関を設置するか否かは、教団の規模と単純に相関している

わけではない5。すなわち、人員規模や収支予算といった数量的特質のみでは直接判断する

ことができない。ゆえに、その設置する理由を構成する理念的・思想的論理を見出さなけ

れば、この問いを解き明かすことはできないと考える。主に第 2 章でこの点について議論

する。 

また、教団と学校の関係についての問いであるが、その設置の論理は、学校と教団との

制度的な関係性に影響を与えるはずである。この問いを解き明かすために、寄附行為の分

                                                   
4 島薗進，1992，『現代救済宗教論』青弓社．など。 
5 齋藤崇德，2014，「日本における宗教系大学の比較分析――制度的変数を中心として」『東京

大学大学院教育学研究科紀要』53． 
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析を通じた経営管理面での関係性、学則の分析を通じた教育面での関係性、財務情報の分

析を通じた経済的な関係性などを検討する。主に第 3 章でこれについて検討する。 

第二の問いの高等教育機関の「高度な知識」はどのようなものであるのかという問いで

あるが、これは学校におけるカリキュラムと、宗教における「高度な知識」のあり方につ

いて検討する。主に第 3 章と部分的には第 4 章においてこれについて検討する。また、エ

リート養成についても、その「専門性」というものがそもそもどのようなものであるかに

ついて考察する必要があるだろう。これについては、主に第 4 章で検討する。 

結論部の「おわりに」では本稿において検討できなかった課題について触れる。 

以上から、本主題における研究の基礎的な考察としたい。 
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第２章 新宗教系高等教育機関の設置理由 

 

第 1節 本章の目的と意義 

第 1項 目的 

本章の目的は、近現代日本における新宗教系高等教育機関に関する研究の予備的な考察

として、諸機関の概観を行うとともに、とくにそれら機関が設置された理由を宗教・学校・

社会の関係性の観点から検討することにある。 

これまでキリスト教、仏教、神道系に関しては、近現代日本における高等教育と宗教と

の関係について研究がそれぞれ一定程度積み重ねられてきた6。しかしながら、新宗教につ

いては基本的には等閑視されてきたと言える。新宗教と学校についての概説は存在し7、ま

た、管見の限りでは天理教、日蓮宗法音寺、金光教については比較的まとまった資料が存

在するが、大学を含む高等教育段階について議論されることはほとんどないと言える。つ

まりその意義や社会的な位置付けについて詳述されることはないか、あるいは部分的な検

討に留まっていると言える8。 

 

第 2項 意義 

新宗教と高等教育との関わりを分析することには二つの意義がある。第一に、近現代社

会における宗教と高等教育との全体的な関係を解明することにおける意義である。一般に、

新宗教は近代に適合的な宗教だとされ9、近代社会の要請に応えるような、他の既成の宗教

とは異なった体系を持つと想定されている。すなわち、高等教育との関係においても近現

代社会を考える上で不可欠な部分だと言える。よって、本稿での「新宗教」は、これまで

看過されてきた近代日本の宗教およびそれをつくりあげた風土と高等教育との関連をみる

ために定義される。 

                                                   
6 近年のものでは、江島尚俊・松野智章・三浦周編，2014，『近代日本の大学と宗教』法蔵館；江

島尚俊・三浦周・松野智章編，2017，『戦時日本の大学と宗教』法蔵館．など。 
7 井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編，1994，『新宗教事典 本文篇』弘文堂；橘木

俊詔，2013，『宗教と学校』河出書房新社, 第 4章．など。 
8 これは、新宗教においては中等教育機関の利用が中心であったことが一因だと推測できる。 
9 井上順孝，1996，『新宗教の解読』筑摩書房，p.11． 
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第二の意義は、新宗教は「民衆的」な宗教として考えられてきたという点に関わる。周

知の通り、この「民衆」性および「民衆宗教」というのは、社会の「前進性」を強調する

語であり10、端的にはいわゆる近代主義的立場における用語であり、その宗教の「近代性」

や「合理性」を評価するためのものだと言えるだろう11。 

問題は、そのような「民衆」性を持つとすれば、新宗教は他の教育事業・段階とは異な

り高等教育の性質と対立しないだろうか、もしそのような性格を持つとすれば、高等教育

とどのように関係してきたのだろうか、という点である。 

この問題について考えるために島薗進による新宗教の分類を参照してみたい。島薗は、

新宗教の信仰の源泉と思想的体系の発生過程から、新宗教を四つに分類している12。すなわ

ち、第一の土着創唱型は、信仰の源泉は民俗宗教であり、その教えや信仰形態は民俗宗教

と生活経験によるものであり、具体的には、天理教や金光教などである。第二の知的思想

型は、法華経や日蓮宗の伝統、ナショナリズムやプラグマティズムなどの体系的・理論的

思想による源泉と呪術的現世救済信仰により成立したものであり、具体的には、創価学会、

生長の家などである。第三の修養道徳型は、民衆的修養道徳思想による、道徳運動のかた

ちをとったものであり、具体的には、ひとのみち教団や黒住教などである。第四の中間型

は、以上の中間にある型であり、例えば、土着創唱型と知的思想型の中間としては霊友会

や大本などが挙げられる。 

この島薗の分類の特徴は、「高等な」思想と宗教の関連を取り上げていることであり、上

に挙げた高等教育と新宗教との関わりを考える上で示唆的である。すなわちここからは、

「高等な」思想を教授し研究するとされる高等教育と新宗教はいかに関わったか、そして

戦後における宗教の社会事業と「大衆化」していった大学制度がどのように関わっていっ

たのかといったような問いが導出されるのである。 

                                                   
10 村上重良，1972，『近代民衆宗教史の研究』［改版．］法蔵館，p.3． 
11 現世における生を中心とした救済観である「生命主義的救済観」による定義も有力であるが（対

馬路人・西山茂・島薗進・白水寛子，1979，「新宗教における生命主義的救済観」『思想』665，

pp.92-115；島薗進，1992，『現代救済宗教論』青弓社，pp.46-7）、ここでは「民衆」という視座を重

視したい。ゆえに、例えば、国柱会や無教会、一燈園は新宗教には普通含まれない（島薗進，

1992，前掲，pp.38-42）。 
12 島薗進，1992，前掲，pp.67-72． 
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本章では以上の問題関心からの予備的な考察として、機関の概観を行う。以下、第 2 節

では新宗教系高等教育機関の定義について議論し、第 3 節で本章の分析の視座である設置

理由を問う意義について述べる。第 4 節で設置理由の分析を行い、第 5 節で結論を述べる。 

 

第 2節 新宗教系高等教育機関の定義 

本節では新宗教系高等教育機関の定義について議論する。本稿において、新宗教系高等

教育機関の定義は、「新宗教とみなされる集団ないし思想が、何らかのかたちで機関そのも

のに関わっている高等教育機関」である。この定義は次に述べる対象の設定に関わってい

る。 

本章では 10 の大学とそれに関わる 6 つの宗教を対象とする。現在の日本における宗教系

の大学数をキリスト教、神道、仏教、新宗教と四分して比較すると13、その数はキリスト教

系において最も多く（121 校）、次に仏教が続く（72 校）。神道系は國學院系と皇學館大学

とで 4 である。対して新宗教は神道系よりは多いが、大学数という点では、新宗教系が大

きな影響力を持っているわけではないと言える。しかし神道がそうであるが、社会への影

響と数が単純に比例するわけではないことに注意しておく必要がある。 

本章が対象を設定するうえで二つの注意すべき点がある。これらは対象の性格を捉える

上でも重要である。 

第一に、「新宗教系」という区分の問題である。周知の通り、この区分は、あくまで近現

代日本という視座を強調する歴史的な意義を持ったものであり、単一の宗教を意味するも

のではない。そこには大きな多様性が存在するとともに、仏教や神道などの既成諸宗教か

らの影響がある。そこで本章ではそれぞれの機関を分類し相互に位置づけることを検討す

る。新宗教系の高等教育機関については、教団によるが個々の教団による文書は存在する

ため、これらを比較することで「新宗教」の状況全体を把握したい。 

                                                   
13 宗教情報リサーチセンターの「宗教系学校リンク集」のデータによる（<http://www.rirc.or.jp/>、

2017年 5月 25日アクセス）。ただし、本研究における新宗教系の区分はこのデータとは異なり、

日蓮宗法音寺系を含めている。何をもって「宗教系」とするかということに明確な定義はないこと

に起因するが、信頼性のある情報源としてここでは挙げている。 
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第二に、本章における「新宗教系高等教育機関」概念の「周縁」に位置づけられる機関

が存在するということである。この「周縁」とは、重要性がないというわけではなく、新

宗教概念の定義に関わるものである14。 

まず、上に挙げた定義から、機関は「宗教」、とくに「成立宗教」と関係があるものとさ

れなければならない。「宗教」であるとは、修養団体、武道芸能団体、精神療法（について

の団体）、企業ではないということである。例えば、麗澤大学（学校法人廣池学園設置）の

場合、その関係するモラロジー研究所は、宗教というよりは修養団体として考えられてい

る。 

また、「成立宗教」であるとは、独自の教義や実践の体系と教団組織を備えている宗教で

あり、いわゆる民間信仰や民俗宗教ではないということである。たとえば、儒教系である

東日本国際大学およびいわき短期大学（学校法人昌平黌設置）はさしあたり除外される。 

さらに、その定義から、関係宗教は「新宗教」と言えるものである必要がある。三育学

院大学（学校法人三育学院設置）と関係するセブンスデー・アドベンチスト教会は、歴史

上比較的「新しい」宗教ではあるが、日本の文脈における「新宗教」とは異なるものとし

て考えられる。本稿の焦点は近現代日本にあるため、ここでは分析から除外する。 

次に、機関の制度化の程度の問題がある。「高等な」教育を行っているとしても、無認可

校や各種学校、専修学校の設置に関係する団体も存在する。例えば、佼成看護専門学校（立

正佼成会系）、佛立教育専門学校（本門佛立宗系）、富士コンピュータ専門学校（世界真光

文明教団系）、後述する金光教学院（金光教系、各種学校）などである。本稿では、その社

会と関係するという意味での公的な側面を予備的考察として重視するため、学校教育法に

よる大学およびその基礎となった機関についてのみ取り扱う。 

本章では、以上のような対象の設定を行うことで諸機関の分析を行う。次の表１は、対

象とする戦後の大学の一覧である。 

 

                                                   
14 以下、島薗進，1992，前掲，pp.38-42．参照。 
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第 3節 分析の視座――設置理由 

本節では、本章の視座である設置理由の分析が持つ意義について述べる。 

まず、分析の視点の前提として、本章では高等教育機関の設置を宗教団体の社会事業と

して捉えている。これは、宗教領域とその環境にある社会、なかでも教育領域との関連性

を重視する視点であると言え、例えば渡辺15などの先行研究と共通するものである。 

そして、設置理由の分析は、この関連性を示すものであると言える。すなわち、宗教団

体側が高等教育領域とどのように関係しようとしているかの、一連の理由付けの論理を示

                                                   
15 渡辺芳，1997，「教団組織化過程における「宗教的」社会活動――仏教感化救済会から日蓮宗

法音寺への展開」『東洋大学大学院紀要（社会学研究科）』34，pp.61-73． 

関係宗教 設置者名 学校名 開学年 廃止年
同設置者が現在、

　他に設置している学

同宗教が現在、

　他に関係している主な学校

天理教 天理大学 1949年

天理大学女子

　短期大学部

1950年 1959年

学校法人

　天理よろづ相談所学園

天理医療大学 2012年

日蓮宗法音寺 日本福祉大学 1957年

日本福祉大学

　女子短期大学部

1961年 1996年

創価大学 1971年

創価女子短期大学 1985年

パーフェクト

 リバティー教団

学校法人ピーエル学園 ピーエル学園

　女子短期大学

1974年 2009年 ピーエル学園幼稚園、

ピーエル学園小学校、

ピーエル学園中学校・

高等学校、衛生看護専

門学校

PL教校

霊友会 学校法人国際仏教学院 国際仏教学大学院大学 1996年 学校法人明法学院設置明法中

学・高等学校

金光教 学校法人関西金光学園 関西福祉大学 1997年 関西福祉大学金光藤蔭

高等学校、金光大阪中

学校・高等学校、金光

八尾中学校・高等学校

学校法人金光学園設置金光学

園中学・高等学校、同金光学

園こども園、個人設置金光教

学院

出典：齋藤が各種資料より作成。

創価学会 学校法人創価学園設置東京創

価小学校、同創価中学校、同

創価高等学校、同関西創価小

学校、同関西創価中学校、同

関西創価高等学校、同札幌創

価幼稚園、アメリカ創価大学

学校法人天理教校設置天理教

校学園高等学校、天理教校、

天理教語学院

表１　戦後における新宗教系大学一覧

学校法人天理大学

学校法人日本福祉大学

学校法人創価大学

天理高等学校、天理中

学校、天理小学校、天

理幼稚園

日本福祉大学中央福祉

専門学校、日本福祉大

学付属高等学校
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すものである。 

Johnson16および Stark and Bainbridge17は、その社会環境を受け入れているか拒否している

かによって宗教団体の組織としての性格をチャーチ（church）とセクト（sect）とに分類し

た。これをそのまま本章において敷衍するものではないが、このような宗教社会学的な発

想が存在するということは、設置理由の分析を通じ宗教と高等教育との関係、ひいては宗

教団体の性格を分析することが可能だということを示唆する。また、なぜ特定の宗教は高

等教育機関を設置し他の宗教はそうでないのかという点を明らかにすることにつながる18。

高等教育機関を設置しているか否かは教団の規模と単純に相関しているわけではないから

でもある19。 

なかでも、なぜ公的高等教育機関なのか、とくになぜ大学を設置しようとしたのかを明

らかにするために、理由付けは重要である。ここではその意義について述べる。本章の対

象においては公的な機関をつくっているという点ですでにチャーチ的であると言える。こ

こでの「公的」とは制度化していることであり、制度化しているという状態とは、規制的

な観点からで言えば特定の法令に基づくことであり、社会学的に言えばそれが形式化され

ていることである。形式化されているというのは、それがどのような学校であるのかが、

当該社会の成員によって共有された理解として存在していることである。ゆえに、宗教の

側からすると、宗教の地位上昇／正当性確保として高等教育機関を考えることもできるだ

ろう20。 

                                                   
16 Benton Johnson, 1963, “On Church and Sect,” American Sociological Review, 28.4, pp. 539-49. 
17 Rodney Stark and William Sims Bainbridge, 1985, The Future of Religion: Secularization, 

Revival and Cult Formation, University of California Press. 
18 そもそも、直接学校を設置しなくとも、一般的な教育事業に何らかのかたちで関わることは可能

である。例えば黒住教はおそらくそうであるし、国際援助の文脈で教育事業に力を入れている教

団も存在する。 
19 齋藤崇德，2014，「日本における宗教系大学の比較分析――制度的変数を中心として」『東京

大学大学院教育学研究科紀要』53，pp.55-66．ただ、基本的には、規模が大きくなれば行う事業

は増えることは過去に指摘されている（森岡清美，1972，「包括宗教法人の行う事業」『宗務時報』

29，p.65）。 
20 井上順孝，1994，「教育へのかかわり」井上順孝ほか編，前掲，p.571．そして、仏教は一般にそ

こに食い込めなかったとされる（島薗進，2011，「国民国家日本の仏教――「正法」復興運動と法

華＝日蓮系在家主義仏教」末木文美士編集委員『近代国家と仏教』佼成出版社，pp.194-5）。 
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また、機関の設置ということの宗教的意味に注意する必要がある。ムコパディヤーヤは

「社会参加仏教」を「仏教者が布教・教化などいわゆる宗教活動にとどまらず、様々な社

会活動も行い、それを仏教教義の実践化と見なし、その活動の影響が仏教界に限らず、一

般社会にも及ぶという対社会的姿勢を示す」21と定義している。ただ、注意すべきは、多く

の社会参加とは異なり、学校を設置する場合は教団の外に別の自律的組織をつくらねばな

らないということである。単なる宗教の「社会参加」に留まらなくなってしまうのである。

ゆえに渡辺22が述べるように、社会活動を行う分野を別の組織をつくること、分業すること

によって、宗教組織を「純化」させると考える方が適切であると考える。 

このような上で、なぜ大学をつくらねばならなかったのか、なぜそのための論理を構築

せねばならなかったのかが問題となる。公的機関をつくるためには「俗」的な法令に従う

部分が必要になり、大学の場合「学問的な」教育研究を行わなくてはならない。 

加えて、高等教育（社会）の側の変化と、宗教の側の変化の双方の影響も問題になるだ

ろう。とくにキリスト教と大学の関係は自明のように考えられているが、新宗教はどのよ

うに考えられるか、そして、それは単に宗教的な論理なのだろうかという点である。 

 

第 4節 分析 

本節では、対象とする 6 つの宗教別に、それぞれの設置理由について概観する。 

 

第 1項 天理教系 

天理教は戦前期から教育機関を積極的に設立してきた宗教団体の一つである。 

天理教系の大学設置におけるその理由の論理は、本章で対象とする新宗教系大学の原型

だと言える。ただし、後述するように、霊友会系はこの「原型」には明確に当てはまらな

い。 

すなわち、その公的高等教育機関の始まりは、一般的な教師養成とはやや区別された専

                                                   
21 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，『日本の社会参加仏教――法音寺と立正佼成会の社会

活動と社会倫理』東信堂，p28． 
22 渡辺芳，1997，前掲，pp.62-3． 
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門的な教師の養成のためであったが、これが信者23を対象とした「戦後大学」教育化し、か

つ総合大学志向となる（天理大学の成立）。また、信者の一貫教育が、教師養成とは区別さ

れた。さらにこれに、社会活動に関連する専門的職業教育の論理も加わった（天理医療大

学）。 

公的な高等教育機関につながる事業の始まりは、1925 年 4 月 15 日に天理外国語学校が各

種学校として開校されたことであった（設立は同年 2 月 17 日）。 

この目的には海外布教が関わっていた。1924 年 10 月 27 日に二代真柱24中山正善が天理教

青年会長に就任する。当時の天理教では、教祖 40 年祭を前に、信仰心の高揚、教勢倍加運

動、海外布教への機運が高まっていたが、とくに海外布教は青年会にふさわしい事業であ

ると考えられた25。この背景には対外膨張意識があり、教会本部にも 1927 年に海外伝道部

がつくられており、主に植民地を見据えたものであったと言える26。二代真柱の中山正善は

海外布教にとくに熱心であり、多国籍型布教を行おうとしていた27。この時期以前にも海外

への布教は行われていたが、それは主に邦人むけのものであった28。当時、すでに朝鮮と満

州には布教管理所がつくられていたが、十分に成果を上げておらず、その原因となる問題

は言語だと考えられていた29。以上のような布教の問題とは別に、中山みきに直接教えを導

かれた者が少なくなっていく時期に学校の制度を確立しようとしたともされる30。 

つまり、基本的には海外布教者の養成を目的として、外国語学校が設置された。教育の

方針は、天理教の教義と外国語教育の二つであった31。男女共学であり32、支那語部第一部

                                                   
23 本章では、宗教団体のメンバーである者を「信者」と呼称するが、この言葉は各団体にあてはま

るものではない（対馬路人，1994a，「概説」井上順孝ほか編，前掲，p.182）。また、信者の教化・

指導を行う役職者を指す「教師」の用語も同様である（対馬路人，1994b，「概説」井上順孝ほか

編，前掲，p.159）。 
24 天理教の統理者（天理大学附属おやさと研究所編，1997，前掲，p.455）。 
25 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，『天理大学五十年誌』天理大学，p.48． 
26 大谷渡，1992，『教派神道と近代日本――天理教の史的考察』東方出版，p.129． 
27 井上順孝，1996，前掲，p.203． 
28 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.47． 
29 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.54． 
30 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.3． 
31 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，『天理大学 80年の軌跡 1925▶2005』天理大学出版

部，p.39． 
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（北京官話）・第二部（広東語）、馬来語部、露語部、朝鮮語部で構成された33。これを専門

学校としなかったのは、文部省の干渉をできるだけ受けないためとされるが34、のちに、徴

兵猶予を求めたため、1927 年 12 月 9 日に天理外国語学校（専門学校、財団法人天理外国語

学校設置）を設立することになる35。男子学生は 1928 年 1 月 11 日に外国語学校に編入、女

子学生は旧制度による外国語学校を改称した天理女子学院に入った（1928年 1月 12日改称）

36。 

ただ、女子学院は徐々に変化していくことになる。当初、女子学院の学則における目的

は「天理教教義、高等なる学術ならびに現代朝鮮語および外国語を教授し海外布教に従事

すべき者を養成するを目的とす」であったが、1935 年に「教義ならびに女子に適切な専門

の学術技芸を授け、以て婦徳を涵養するを目的とす」と変更され37、国語部の増設、家庭科

の併置といった、「時代に応じた」女性の育成が目的となっていく38。すなわち、「貞淑な婦

人、よき母親、健全なる日本婦人」を育てるような教育内容となったのだが39、これは社会

の変動とは別に、単純に語学を修め海外布教しようとする女性が少なかったことも一因だ

とされる40。 

次に、戦後における「大学」の成立をみよう41。1947 年 4 月 1 日に天理語学専門学校が成

                                                                                                                                                     
32 これは夫婦による布教など「布教の実際」によるものであった（天理大学 80年小史編纂委員会

編，2006，前掲，p.42；天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.55; p.57）。 
33 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.42．表記は原文ママ。 
34 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.42；天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，

前掲，p.53． 
35 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.43． 
36 ただ、実質的には共学の状態が 1935 年頃まで続いたという（天理大学五十年誌編纂委員会編，

1975，前掲，p.7）。 
37 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.43． 
38 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.50． 
39 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.124． 
40 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，pp.122-3． 
41 戦中期の変化について述べれば、外国語学校には、戦争を背景に海外布教のために 1940 年

に蒙古語部と独語部、42年に安南語部が設置される。1944年 4月 1日に天理語学専門学校に

学校名を変更し、学則における目的も「皇国の道に則りて大東亜共栄圏の諸民族を指導する国

家有用の人材錬成」となる（天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.47）。また、「ひの

きしん」の科目がなくなり、「修練」となる（天理大学 80 年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.51）。

ひのきしんとは「天理教信者の積極的な神恩報謝の行為」であり、教師養成における信仰教育

において重視された（天理大学附属おやさと研究所編，1997，前掲，pp.767-8）。天理女子学院
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立したが、1946 年 12 月に中山正善による「天理綜合大学企画委員会」が設置され42、1949

年に文学部だけの天理大学が設置されることになる。これは天理教教師と「国際的文化人」

を養成することを目的・使命とした43。なお、当初は「天理外国語大学」案であったが、こ

れが GHQ および文部省に認められなかったため文学部のみとなったものの44、1952 年 4 月

に外国語学部が増設される。 

他方、天理女子語学専門学校については、1947 年に天理語学専門学校に統合され（1946

年に付属天理保母養成所が設立されるが 1950 年に解消される）、そして天理大学に発展改

組されることになる。また、1950 年に天理大学において当初認められなかった語科のため

天理大学短期大学部が開設され（同年 12 月に天理短期大学と改称、1957 年に天理大学女子

短期大学部と改称）、5 つの外国語科および保育科、生活科が置かれた。しかし、各語学科

は天理大学の学部増設により発展解消し、保育科と生活科のみとなり、1959 年 3 月には女

子短期大学部が廃校になり、天理大学に一本化することになる。 

以上、天理大学についての概略を述べてきたが、ここで、「大学」が成立したことによる

変容に着目する。天理教の高等教育機関の目的は、基本的には海外布教のための教師に向

けた語学の教授であった。戦中戦後の一時期には海外布教は中断されていたが45、変わるこ

とはなかったと言える。ただ、戦後 1952 年頃から、学生の信仰を重視する「信条教育」46が

唱えられるようになる47。つまり、徐々に国内、大学内での学生の信仰を育てることが中心

となっていったと言える。もちろん、教師の資格は取れるように配慮されていたが48、大学

                                                                                                                                                     

はその後、専門学校令による天理女子専門学校（1940年 3月 15日設立、同年 4月 2日開校）、

天理女子語学専門学校（1944年 4月 1日校名変更）と変化する。中国大陸進出ということに応じ

て支那語を中心とする女子専門学校となった（天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，

p.50）。 
42 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.55． 
43 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.177． 
44 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.58． 
45 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.204． 
46 天理教における学校教育の基盤であり、「教祖の思召に添った人間を育てること」だとされ、親

子関係における信仰の継承、家庭での教育を念頭に置いている（天理大学附属おやさと研究

所編，1997，『改訂 天理教事典』天理教道友社，p.448）。 
47 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.59． 
48 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.206． 
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としての目的は、海外伝道者の養成のみではなく「陽気ぐらし[49]世界の建設に寄与する人

材の養成」と言われるようになるのである50。そして、1964 年頃から海外研修が行われるよ

うになり、1975 年以降は文化交流が行われるようになり、現代的な意味での「国際化」が

行われる51。また、体育学部が 1955 年 4 月に開設される。これは、1949 年以降行われた天

理教全国体育大会がきっかけだと思われる。教師と国際文化という二つの理念は体育学部

の設置目的において維持されてはいるが52、しかし、当初の外国語のできる教師の養成とい

うのが中心ではなくなっていったと言える。例えば、1975 年の「本学の現状と展望」につ

いての座談会では「一般大学化」が憂慮される状況になっていたのである53。 

なお、天理大学系統のみが教師の養成を行っていたわけではないことに注意する必要が

ある。もともと、布教師を養成する天理教校は 1900 年に成立していた54。そこには、金光

教と同じく一派独立、教派神道化という問題意識が存在したとされる55。 

その他、一般的な一貫教育も成立していた56。つまり、1908 年に私立天理中学校、1920

年に天理女学校が設置された。1925 年には、天理小学校、天理幼稚園も開校している。 

これを教団的に管理する体制も構築されていった。1920 年に、本教内に教学部が設置さ

れ、天理教校、天理外国語学校、天理女子学院、天理夜間中学校などを所管とした。1928

年 10 月に教内子弟の扶育機関として天理教いちれつ会が設置され、いちれつ会はこれら教

育機関を経営することが担当になる。1935 年には財団法人天理外国語学校といちれつ会が

合体し財団法人天理教いちれつ会となる。 

戦後は、1946 年に天理教校は教会の本部（宗教法人）が管理することになるが、他方、

                                                   
49 天理教の理想社会であり（村上重良，[1980] 2007，前掲，p.78）、人間が創造された目的（天理

大学附属おやさと研究所編，1997，前掲，p.928）。 
50 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.83． 
51 天理大学 80年小史編纂委員会編，2006，前掲，p.61． 
52 「天理教の教義並びに伝統的な日本国民性独特のスポーツ精神に基く、天理教の海外布教師

並びに国際文化及び親善に貢献する人材の育成を目的とする」（天理大学五十年誌編纂委員

会編，1975，前掲，p.192）。 
53 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.435． 
54 天理教校編，1950，『天理教校五十年史』天理教校，pp.249-50． 
55 大谷渡，1992，前掲，p.33． 
56 天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，前掲，p.66． 
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財団法人天理教いちれつ会は 1948 年 11 月に財団法人天理語学専門学校、財団法人天理大学

となり、扶育事業は新しい財団法人一れつ会となる。すなわち、このような管理の体制か

らも、教育の体制として大学、一般教育、宗教教師養成とに分化したと言える。 

次に、天理医療大学の沿革について述べよう57。財団法人天理よろづ相談所が、1966 年に

設立された。そこには医療部門として天理よろづ相談所病院があった。1967 年に天理高等

看護学院（後に天理看護学院）、天理衛生検査技師学校（後に天理医学技術学校）が開校、

1979 年に双方が専修学校化する。そして、2012 年に学校法人天理よろづ相談所学園が設立

され、天理医療大学が設置認可され、同年、天理看護学院、天理医学技術学校は学生募集

停止される。 

天理よろづ相談所病院の場合、看護師は約 90%が信者であり、天理看護学院の卒業生が

多数を占めていたとされるため58、同校は医療事業のための養成機関として考えられていた

と言えるだろう。その目的は、「教育基本法及び学校教育法に則り、人に尽くすことを自ら

のよろこびとするという天理教の信条教育を基調として、広く知識を獲得し、医療に関わ

る専門性の高い技術を習得し、真摯に科学する精神を育み、人に対する深い愛情と自分を

律する謙虚な心をもった人材を育成すること」59とされ、その理念は「人に尽くすことを自

らの喜びとする」60である。 

すなわち、天理教系においては、当初の非大学においては教師の養成が念頭にあったが、

その後、総合大学における信者への一貫教育、および教団の社会事業に関連した専門的職

業教育を大学設置の理念としたと言える。 

 

                                                   
57 『青垣』1，2012，p.3． 
58 石井賀洋子，2007，「現代医療と宗教のかかわり――宗教的背景の異なる医療施設の事例から」

『比較人文学研究年報』4，p.66． 
59 「天理医療大学学則」，

<http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/wp-content/themes/wp_tenri/pdf/alter/open_0012.pdf>． 
60 『青垣』1，2012，p.2． 
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第 2項 日蓮宗法音寺系 

法音寺の前身とされる仏教感化救済61会は 1909 年に始祖杉山辰子（たつこ）が創始した

ものであり62、精神と医療の両面からの救済、現世利益を説き、法華経の教え・実践から、

仏教に基づく感化救済事業を行おうとしたとされる。医師の村上斎と協力し、社会事業と

布教の組み合わせによる救済を行った63。後に社会事業と教化事業を分業させるが（大乗報

恩会、大乗修養団）64、戦後、教化部門の大乗修養団で活動していた鈴木修学は、1946 年日

蓮宗昭徳教会を設立65、1950 年に法音寺とする。ここでは、社会福祉法人昭徳会および中部

社会事業短期大学の設置と、社会事業（児童福祉）の重視が特徴とされ、これは「実行の

宗教」であるという修学の法華経理解に由来し66、法音寺学園の設置も法華経の実行と考え

られた67。とくに福祉教育への大きな貢献で知られる68。詳述はしないが、日蓮宗に所属し

ながら杉山を始祖とする内棲型教団69である、「新宗教的・在家主義的な特色をもちつつ、

なお、既成教団に属する有僧有寺院の独自な教団」70とされる。 

日蓮宗法音寺系における大学設置理由は、社会活動と関連した専門的職業教育の論理が

貫かれていたと言える。 

まず、学校の沿革を確認しよう。社会福祉事業を行っていた昭徳会を 1952 年に社会福祉

法人とし、翌 1953 年 4 月に、社会福祉の施設従事者を養成するため、中部社会事業短期大

学が開学される（学校法人法音寺学園設置）。当時、中部地方には社会福祉専門の大学が存

                                                   
61 感化救済という言葉は、当時の社会事業を指す言葉として広まっていた（ランジャナ・ムコパディ

ヤーヤ，2005，前掲，pp.96-8）。 
62 井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編，1996，『新宗教教団・人物事典』弘文堂，

pp.270-3． 
63 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，前掲，p.91． 
64 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，前掲，p.107． 
65 自由に布教活動を行うため、また、日蓮宗関係の人脈もあった。 
66 西山茂，2016，『近現代日本の法華運動』春秋社，p.155；p.171；ランジャナ・ムコパディヤーヤ，

2005，前掲，p.101． 
67 西山茂，2016，前掲，p.199． 
68 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，前掲，p.87． 
69 「特定の教団に所属しつつも、思想的・実践的・組織的にそれとは相対的に区別された独自の

宗教集団としてのアイデンティティをもっている「教団内の教団」」のこと（西山茂，2016，前掲，

p.100）。 
70 西山茂，2016，前掲，p.157．ゆえに、日蓮宗法音寺の「教師」養成は独特であり、僧俗一体の

運営がなされている（西山茂，2016，前掲，p.198）。 
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在していなかったが、設置にあたっては、専門的知識を身に着けた、科学的知識と「人類

愛」に満ちた人材の不足が念頭にあった71。その建学の精神は、「その根本精神として、高

く清き宗教的信念に根をおろした教養が積まれる場所でありたいと願うのであります」と

し、「社会事業の経営」の研究、ならびに、「専門的知識人」というより「永遠向上の世界

観と、大慈大愛に生きる人生観を把握した健全な人格を育て、広い世界的視野をもちつつ、

社会事業を通じて、わが人類のために、自己を捧げることを惜しまぬ志の人」を養成する

ことであった72。 

当初、大学設置のために法音寺では、信者からの多額の護持会費・寄付が投じられ73、積

極的に子弟を入学させようとした74。そして 1957 年 4 月に中部社会事業短期大学は日本福

祉大学に改組される。四大としたのは、社会福祉事業従事者の条件の問題だとされる75。そ

こでは、「社会保障、公衆衛生などを含む広い基盤」と社会科学、人間科学が重視された76。 

ここで重要なのは、社会福祉に関する専門分化である。すなわち、社会福祉事業は専門

化し、一般の信者が行うものではなくなった77。また、昭徳会は社会福祉活動、法音寺学園

は学校教育活動を行う専門となり、とくに大学は専門家の育成を担うことになった78。ゆえ

に、上述の修学の「建学の精神」にもかかわらず、「専門的知識人」を養成する宗教から分

離した「世俗大学」となったと評価されている79。 

次にこの四年制大学以外の教育施設もみてみよう。これらについても、基本的には、社

会活動と関連した専門的職業教育の論理によるものだと言える。 

                                                   
71 法音寺広報委員会編，1978，『御開山上人伝「如我等無異」』日蓮宗法音寺，p.163；『日本福祉

大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，『日本福祉大学 50年誌』日本福祉大学，p.24． 
72 法音寺広報委員会編，1978，前掲，p.167． 
73 渡辺芳，1997，前掲，p.67．他方、経営資金の裏付けに不安がもたれおり、後年財政難に陥る

（法音寺広報委員会編，1978，前掲，p.165; p.171）。 
74 西山茂，2016，前掲，p.200． 
75 短大では「専門教育に時間を要する」、「教育が中途半端」などの問題があるとされていた（『日

本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.36）。 
76 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.25． 
77 渡辺芳，1997，前掲，pp.70-1． 
78 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，前掲，pp.120-1． 
79 西山茂，2016，前掲，pp.200-1． 
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まず、日本福祉大学女子短期大学部80は、1954 年に大学に「社会事業従事者養成教育の一

環として」保母課程が開設され、1957 年には大学附属保母養成所が設置されたことにはじ

まり81、1961 年 3 月に保育科を置き開校された。その後、1964 年に生活科を増設、1967 年

に保育科の定員を 50 から 100 とし 1976 年に 150 とした。次に、1973 年 3 月に生活科が廃

止された。これは、専門職養成を目指す他の学校と目的が異なることと、財政状況のため

とされる82。そして、1995 年に学生募集を停止、1996 年 11 月に廃止される。 

次に、日本福祉大学中央福祉専門学校は、1989 年 4 月に中央総合福祉専門学校が開校さ

れたことに始まる（1996 年に改称）。これは、社会福祉士、介護福祉士の誕生によるもので、

これらに対応した学科を開設した83。また、1996 年に開校された日本福祉大学高浜専門学校

は、高浜市（愛知県）の誘致による公私協力方式で開校され、介護福祉学科と作業療法学

科を開設した84。 

なお、日本福祉大学付属高等学校も存在する85。これは 1958 年 4 月に開校された日本福

祉大学附属立花高等学校にはじまるものであり（1980 年に改称）、男女共学の普通科として、

大学と高校の連携が期待されていた86。 

以上のように、次に述べる創価学会系と同様に内棲型教団であるがゆえに教師養成とは

区別された、教団の社会事業に関連した専門的職業教育の論理がその大学設置にあたり存

在した。ただし、これは大学ではない学校設置においても適応されていたと言える。 

 

第 3項 創価学会系 

創価学会は、1950 年から 1970 年あたりにかけて急速に成長した教団であるが87、1960 年

                                                   
80 短大・高専教育研究会監修，1999，『平成 11年度 全国短期大学高等専門学校一覧』文教協

会，p.261． 
81 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.25; p.33． 
82 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.61． 
83 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.77． 
84 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，pp.87-8; pp.92-3． 
85 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.32． 
86 『日本福祉大学 50年誌』編集・執筆委員会編，2003，前掲，p.58． 
87 井上順孝ほか編，1996，前掲，pp.170-2． 



19 

に池田大作が三代会長に就任した時期以降、高度経済成長を背景として運動が多様化した88。

学校経営はその一つであったとされる89。創価学会も基本的には日蓮正宗の「講」として考

えられていた内棲型宗教であったが、アラムによれば、創価学会はその聖の側面を日蓮正

宗に依存していたため、池田らがカリスマを発揮するためには、別の俗の側面（社会、文

化、国際、政治運動など）に力を入れなければならなかったという90。 

創価学会系における大学設置理由は、端的に言えば、信者への一貫教育を総合大学にお

いて行うというものであったと言える。 

創価大学（学校法人創価大学設置）は、1971 年 4 月 2 日に開学した91。この時期は、猪瀬

によるライフサイクル論的なまとめによれば、教団発展期が終わり、教団安定期の端緒の

時期にあたる92。すなわち、大きな変動はなく制度化段階として捉えられ、二世信者も増え

てきた時期である。当初は、経済学部、法学部、文学部で構成され、学生の 8 割が寮生で

あった93。 

創価大学においては、池田が一貫して「創立者」として表象されている94。1964 年 6 月

30 日の第 7 回創価学会学生部総会において池田（当時、会長）が「仮称“創価大学”または“富

士文化大学”を設置したい」、「世界の平和に寄与すべき大人材を作り上げたい」と述べ、1965

年 7 月 30 日の第 4 回創価学会教育部総会では「20 年先、50 年先の日本の指導者、世界の

平和を築いていく指導者」の養成と牧口の創価教育学説を「社会で実践」することを述べ

ている。大学の目標は総合大学としていた95。そして、宗教教育というよりは学会精神、創

立者の精神を学ぶことができる場として考えられていた96。 

                                                   
88 井上順孝，1996，前掲，pp.190-1． 
89 島田裕巳，2004，『創価学会』新潮社，p.94． 
90 ジュマリ・アラム，1994，「新宗教における「カリスマ的教祖」と「カリスマ的組織」――真如苑と創

価学会を比較して」島薗進編『何のための〈宗教〉か？――現代宗教の抑圧と自由』青弓社，

pp.172-3．他方で真如苑はこれと異なる。 
91 『創価大学 人間教育 15年の歩み』創価大学出版会，1985，p.18． 
92 猪瀬優理，2011，『信仰はどのように継承されるのか――創価学会にみる次世代育成』北海道

大学出版会，p.35． 
93 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.29． 
94 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.22． 
95 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.18． 
96 猪瀬優理，2011，前掲，p.67． 
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創価学会系の特徴は、一貫教育への意識である。1965 年 11 月 8 日に創価大学設立審議会

が発足し、同年同月 26 日に第 1 回が開催され、第 1 部設置基準委員会、第 2 部大学専門委

員会、第 3 部高校専門委員会が編成された。第 3 部は高校と中学校の創設準備を行った97。

ただ、大学と設置法人は別となった98。1968 年に財団法人学校法人創価大学設立準備財団が

発足する99。1968 年 4 月に創価中学・高等学校が開校していたが、その後、1973 年に創価

女子中学・高等学校、1976 年に札幌創価幼稚園、1978 年に東京創価小学校、1982 年に関西

創価小学校が開校されていく。これらは、一貫教育であり、直接の宗教教育ではない人間

教育が目的であり、あくまで幹部養成ではないとされ100、そして、学問や研究よりも教育

を重視するとされた101。 

その設置の文脈としては、当時の大学紛争が言及されている。すなわち、開学に際して

は、「紛争のない教・職・学一体の大学を作ろう」という指標があった102。さらに、当初は、

1973 年に開学の予定であったが、池田が 1968 年 3 月に「紛争のない理想の大学を一日も早

く建設して、教育会の試金石にしたい」ということから、開学の時期を早めたとされる103。

ただ、単純に高校の卒業生が大学に進学できるような配慮によるものでもあった104。つま

り、ここでも一貫教育への意識があったのである。建学の精神＝モットーは「人間教育の

最高学府たれ」「新しき大文化建設の揺籃たれ」「人類の平和を守るフォートレスたれ」で

あった105。 

次に、創価女子短期大学は、一貫教育が成立した後の時期である、1985 年に開学した。

                                                   
97 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.22． 
98 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.205． 
99 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.23． 
100 このようなことはフィクションである池田の著書でも主張されている（池田大作，2004，『新・人間

革命 第 12巻』聖教新聞社；池田大作，2006，『新・人間革命 第 15巻』聖教新聞社） 
101 例えば、池田大作，[1972] 1981，「米国ジャーナリストとの質問対談」創価大学学生自治会十

周年記念出版委員会編『創立者の語らい』創価大学学生自治会，pp.262-3． 
102 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.19． 
103 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.19; p.23． 
104 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.205．池田自身も同じような説明を行って

いる（池田大作，［1972年11月 24日］1996，「苦難を乗り越えてこそ一流」『池田大作全集 第五

十九巻 教育指針』聖教新聞社，p.26．）。 
105 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.19；井上順孝，1994，「教育機関一覧」井

上順孝ほか編，前掲，p.576． 
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その構想としては、女子高等学校とともにではあるが、1969 年 7 月 20 日に池田が「社会に

有為な女性リーダーを輩出することを目的として」と述べている106。やはり女性の子女向

けの進学コースとして創価大学とともに設置することになったと思われる107。創価学会に

おいては、「男性は職業、女性は家庭と社会」という性別役割観が存在するということから

108、男女で学校を分けたと推測される。経営科と英語科による発足であり、建学の 3 指針

として、「知性と福徳ゆたかな女性」「自己の信条をもち人間共和をめざす女性」「社会性と

国際性に富む女性」109が掲げられた。 

以上のように、創価学会系においては、会員の一貫教育が論理として存在した。創価学

園で学ぶことは会員の「憧れ」として考えられている110。1960 年代以降は、会員の子供を

将来の会員にすることが意識されていき111、現在は、創価学園に師弟を送ることが、少子

化の文脈で、より強調されるようになってきた112。 

 

第 4項 パーフェクト リバティー教団系 

パーフェクト リバティー教団（以下、PL と略称）は、ひとのみち教団から発展した教

団113の一つであり114、1945 年から御木徳近が PL の活動を始めている115。PL 教団の教義は、

著名な PL 処世訓 21 ヵ条や、PL 信仰生活心得にみられるように、「処生上の知恵という側

                                                   
106 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p196． 
107 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p196． 
108 猪瀬優理，2000，「宗教集団における「ジェンダー」の再生産――創価学会員の入信動機に着

目して」『現代社会学研究』13，p.76． 
109 『創価大学 人間教育 15年の歩み』，1985，前掲，p.197；井上順孝，1994，「教育機関一覧」井

上順孝ほか編，前掲，p.576． 
110 猪瀬優理，2011，前掲，p.66． 
111 猪瀬優理，2011，前掲，pp.182-3． 
112 猪瀬優理，2011，前掲，p.208; p.212． 
113 その起源から、習合神道系とされる（沼田健哉，1988，『現代日本の新宗教――情報化社会に

おける神々の再生』創元社，p.194）。 
114 他には実践倫理宏正会が挙げられるが、こちらは修養団体として考えられている。 
115 戦後当初は Permanent Liberty Clubから Perfect Liberty Clubへ、1946年 9月 29日には PL

教団、1972年 6月にパーフェクト リバティー、1974年 12月にパーフェクト リバティー教団と名

称は変遷した（御木徳近，1979，『私の履歴書』日本経済新聞社，p.189） 
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面が強い」とされる116。 

PL 系における大学設置の理由は、幹部候補生の育成および専門的職業教育とゆるやかに

結びついた信者への一貫教育であったと言える。明確な専門的職業教育の論理も存在した

が、これは大学には適用されなかった。 

PL は、多くの文化活動を行っていることで著名であるが117、教育事業もこの一環にある

と言える。前進であるひとのみち教団もひとのみち小学校と中野中学校を持っていた。そ

の特徴は一貫教育である。御木徳一（「初代教祖」）は「幼稚園から大学まで」の教育機関

を構想していた118。具体的には、戦後は教師の子弟教育の場として、SC 寮を本部と東京に

つくっている119。また、1954 年 5 月 1 日に PL 花嫁寮（後に PL120学園高等学校専攻科）を

開設しているが、この花嫁寮が、女子短期大学の前身となる121。これらは教師の子弟向け

であるが、教育機関の始まりだと考えられる122。 

1955 年 4 月に全寮制の PL 学園高等学校が開校される123。少なくとも当初は当初は幹部候

補生養成が念頭にあったが124、徐々に一般信者の子弟が入学するようになる125。1957 年 5

月に高校定時制設置、1959 年 4 月に PL 学園中学校、1964 年 4 月に PL 学園小学校、1968

年に PL 学園幼稚園、1974 年 4 月に PL 学園女子短期大学がそれぞれ開校する126。これらで

は、寮による「一貫した“人間教育”」を理念としていた127。そして、学校は、その理念を体

                                                   
116 沼田健哉，1979，「パーフェクト リバティー教団研究序説」『桃山学院大学社会学論集』13，

p.209. 
117 沼田健哉，1979，前掲，p.215. 
118 湯浅竜起編，1977，『PL三十年史――パーフェクト リバティー教団のすべて』芸術生活社，

p.92. 
119 湯浅竜起編，1977，前掲，p.92.これは布教師が布教に専念できるようにするためでもあったよう

だ（柳川悠二，2017，『永遠の PL学園――六〇年目のゲームセット』小学館，p.42）。 
120 行政文書における学校名は「ピーエル」とカタカナで記されることが多いが、以下では慣例に従

っている。 
121 井上順孝，1994，「教育機関一覧」井上順孝ほか編，前掲，p.578． 
122 湯浅竜起編，1977，前掲，p.60． 
123 湯浅竜起編，1977，前掲，p.92．  
124 柳川悠二，2017，前掲，p.44． 
125 井上順孝，1994，「教育機関一覧」井上順孝ほか編，前掲，p.578． 
126 湯浅竜起編，1977，前掲，p.92; pp.134-5. 
127 御木徳近，1979，前掲，p.222． 
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現する「聖地」づくりの一部として考えられていた128。 

PL 学園女子短期大学は、御木徳近が家族関係に起因する不幸について憂慮したことによ

るものであるとされ、女性にたいする実践的な教育を行うとされた129。設置当初は初等教

育科があり、1977 年に初等教育学科通信教育部が設置、1981 年に幼児教育学科が増設され

（定員 50）、初等教育学科の定員を減（150 から 100）、1999 年にさらに定員を減らし（100

から 50）、2001 年度から学生募集が停止、2009 年に廃止となった130。 

大学ではない高等教育機関として、PL 学園衛生看護専門学校が 1977 年 4 月に開学してい

る。上記の一貫教育の論理とは別に、専門学校については、PL における医学に関する理念

の影響が強いと思われる131。それは、「宗教と科学の一致」132を目指す活動の一環として考

えられていたと思われ133、宗教と世俗的仕事との関係を示すものであると言える134。1933

年にはひとのみち教団医学研究所が存在したが、戦後には診療所、医療法人を設置した135。

専門学校は、PL 病院の看護師養成を行っており、看護師の信者割合は約 70%である136。 

なお、PL において、教師の養成は以上とは別に行われていると思われる。すなわち、教

師、補教師（正式な宗教教師ではなく別に職業を持ち、教師を補佐する）137の養成制度は、

上述の高等教育とは区別されているようである。教師については、1963 年 4 月 21 日に PL

教校が開校しており138、補教師の場合は、伝道の実績と講習により養成されており、第一

                                                   
128 御木徳近，1979，前掲，p.194． 
129 井上順孝，1994，「教育機関一覧」井上順孝ほか編，前掲，p.578． 
130 『平成 22年度 全国短期大学高等専門学校一覧』文教協会，2010，p.287．校舎はそのままに

なっているようである（柳川悠二，2017，前掲，p.154）。 
131 とくに病院への貢献が必要であると認識されていたと思われる（森喜則，1979，「パーフェクト 

リバティー教団――此岸の宗教」清水雅人・小野泰博・森喜則・荒木荒雄『新宗教の世界 V』大

蔵出版，p.119）。 
132 御木徳近，1979，前掲，p.210． 
133 沼田健哉，1979，前掲，p.216.  
134 池田昭，1971，『御木徳近――PL教団』新人物往来社，p.271． 
135 湯浅竜起編，1977，前掲，p.100． 
136 石井賀洋子，2007，前掲，pp.67-8． 
137 川島通資，1969，「現代における教化の原理と方法――特に PL教団の場合」『大谷大学宗教

教化学研究会紀要』3，p.69． 
138 湯浅竜起編，1977，前掲，p.67．少なくとも当初は、男性のみを対象としている（H.N.マックファ

ーランド，1967=1969，『神々のラッシュアワー――日本の新宗教運動』内藤豊・杉本武之訳．社

会思想社，p.190）。 
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回の補教師講習会は、1948 年 1 月 15 日に開かれている139。 

以上のように、男女で区別された信者への一貫教育の論理が大学設置においては働いて

いたと言える。 

 

第 5項 霊友会系 

霊友会は法華経をもとにした在家による双系の先祖供養が中心の教義であるが140、霊友

会系における大学設置の理由は他のそれとは異なり、創立者の一人（恩師久保角太郎）を

記念する、学術研究の論理であり、これは信者への一貫教育とは区別されている。 

1996 年 4 月に開校した国際仏教学大学院大学（学校法人国際仏教学院設置）は国際仏教

学研究所を母体としている。国際仏教学研究所は、外国人研究者の招聘、資料の収集、学

術刊行物の出版、国際交流活動を行っていた施設である141。ただ、現在も大学付属国際仏

教学研究所として存在する。大学は、仏教学研究科仏教学専攻の 5 年一貫の博士課程のみ

であり、定員は 20 名である。 

その設置の文脈としては久保角太郎の記念という考え方があった。霊友会久保角太郎記

念インナートリップ記念事業団が、「釈尊の教え（仏教）を日々の生活の中で生かしていく

ための活動を推進する」ことを目的として1993年11月に設立され、その活動の一つとして、

国際仏教学大学院大学の学術研究と教育活動の助成が設定され、主に募金活動が行われた

142。霊友会久保角太郎記念インナートリップ記念事業団の 1996 年 3 月 31 日での事業収支

報告における支出では、支出合計約 25 億円のうち、14 億 5100 万円が国際仏教学大学院大

学の基本財産、校舎改修費及び初年度運営金として 1 億 2100 円が記載されている143。また、

1995 年の霊友会の「活動目標」の一つとして、「久保恩師記念事業を推進しよう」が設定さ

                                                   
139 湯浅竜起編，1977，前掲，p.52． 
140 井上順孝ほか編，1996，前掲，pp.317-20． 
141 国際仏教学大学院大学，『点検・評価報告書 平成 21年度』p.2; p.4． 
142 霊友会史年表編集委員会編，2006b，『霊友会史年表［4］』霊友会，pp.303-4． 
143 霊友会史年表編集委員会編，2006a，『霊友会史年表［3］』霊友会，p.424．土地は、もともと霊

友会妙一美術館があった場所だが、土地と建物が国際仏教学大学院大学に 1994年から 1995

年にかけて寄贈された（霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.266）。なお同事業団は

1999年 4月に解散している（霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.304）。 
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れ、この一つに「国際仏教学大学院大学の助成」が記されている144。そして、1995 年 12 月

に、「恩師久保角太郎先生 50 回忌記念事業」として、国際仏教学大学院大学の学校法人認

可が行われた145。 

設立の趣旨としては、「仏教研究の発展と研究者の育成を通じて、仏教の意義を広く掘り

下げ、その全貌を明らかにすることを目的」としている146。すなわち、「仏教を人類共通の

文化遺産として捉え、仏教及びそれに関連する文化についての学術的理論及び応用を研究

教授してその深奥を究め、人類文化の進展に寄与することを理念とし、人種・国籍・宗教

を問わず、自由闊達な教育環境により、国際的に通用する人材を育成し、これからの時代

の仏教学教育・研究の学府としての役割を果たすことを目的とする」147。 

この大学院大学とは別に、霊友会系では、明法中学・高等学校（学校法人明法学院設置）

が、1964 年 4 月に開校している148。国際仏教学大学院大学とは別の学校法人により設置さ

れている。これは「霊友会が理想的学校教育の場を実現して、社会に奉仕しようという念

願によって設立」されたとあるが149、宗教教育はとくに行っておらず、子弟に限定もされ

ていないとされる150。その建学の精神は「この世に生を受けたことに感謝し、知性を磨き、

よい習慣を身につけ、社会のため、国家のため、人類のために役立ち、世界平和に貢献で

きる人間の育成を目指す」である151。 

このように、霊友会系においては、一貫教育とは区別された学術研究の論理があったの

であり、他の新宗教とは異なると言える。 

                                                   
144 霊友会史年表編集委員会編，2006a，前掲，p.324． 
145 霊友会史年表編集委員会編，2006a，前掲，p.384． 
146 霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.336． 
147 国際仏教学大学院大学，『点検・評価報告書 平成21年度』p.2．国際仏教学大学院大学が設

立される以前は、対外的な研究所的機能は日本精神科学研究所が担っていたかもしれない。こ

れは 1981年に「いのちの可能性を信じ、積極的に多くの人たちと関わり、互いに導きあってその

可能性を高めあい生きる生き方（生活思想）を基本にすえ、欧米で生まれた心の科学を生かしな

がら、東洋の思想にも力点をおいた総合的な研究を推進する」ことを目的とし開設されたが、

1996年に閉鎖されている（霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.312）。 
148 霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.333． 
149 霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.332． 
150 井上順孝，1994，「教育機関一覧」井上順孝ほか編，前掲，p.579． 
151 霊友会史年表編集委員会編，2006b，前掲，p.333． 
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第 6項 金光教系 

金光教系の場合、大学設置の理由は、専門的職業教育とゆるやかに関連した一貫教育の

論理であり、これは、教師養成とは区別されている。 

関西福祉大学（学校法人関西金光学園設置）は、1996 年 4 月に大学設立準備室が設置さ

れ、1997 年 4 月 1 日に開学した。これは、赤穂市（兵庫県）との公私協力方式による「関

西初の［四年制］福祉系単科大学」152であった。その後 2006 年に看護学部、2009 年に社会

福祉研究科、2012 年に看護学研究科、2013 年に発達教育学部が設置されている。 

1995 年 7 月に申請した「設置認可申請書」の「大学設置の趣旨」には、その建学の精神

である「人間平等」「個性尊重」「和と感謝」は金光教の教義に基づくとある153。また、目

的は「福祉社会をつくる人間を育成する人間教育」と「地域に密着した社会福祉の研究の

推進」である154。 

関西福祉大学を設置している学校法人関西金光学園は、他に関西福祉大学金光藤蔭高等

学校、金光大阪中学校・高等学校、金光八尾中学校・高等学校を設置している155。この学

校法人はもともと、1932 年に成立した財団法人浪花高等女学校から改称したものであり

（1950 年に財団法人浪花金光学園、1951 年に学校法人化156、1994 年に学校法人関西金光学

園と改称157）、金光教関係者による経営は 1948 年に始まる。これらの学校の生徒は信者の

子女に限っていないが、その場合は、在籍する教会長の推薦が望まれている。その建学の

精神は、「我々が天地の大徳によって生かされ家族をはじめ多くの人々の祈りによって育て

られていることの自覚と感謝の念から発してその自分を大切にし将来世のお役に立つ女生

となって世界の真の平和達成と文化の発展のために貢献し、そこに生甲斐と喜びとを見出

す人でありたい」という念願とされている。 

                                                   
152 『関西福祉大学創立 15年史』関西福祉大学，2012，p.17． 
153 『関西福祉大学創立 15年史』，2012，前掲，p.46． 
154 「関西福祉大学の建設始まる――新築起工祈願祭執行」『金光教報』1965，1996，p.31． 
155 井上順孝，1994，「教育機関一覧」井上順孝ほか編，前掲，p.575． 
156 『金光教年表 昭和 61年』金光教本部教庁，1986，p.192． 
157 この改称は大学の設立に伴うものだと思われる（「関西福祉大学の建設始まる――新築起工祈

願祭執行」，1996，前掲，p.32）。 
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法人として大学を経営するのは関西福祉大学が初めてであり、関西金光学園の「教育と

実績を基盤と」して、大学を設置するとされている158。すなわち、「今、教団で求められて

いる社会活動推進のためにも、本教信奉者の家庭から一人でも多く当大学で学んでいただ

くことが願われている」と説明されている159。 

これらとは別に、学校法人金光学園設置の金光学園中学・高等学校が存在する160。1948

年 4 月に金光高等学校が設立され（当初財団法人金光学園設置、1951 年に学校法人化）、1949

年には金光学園中学校、金光学園高等学校、金光学園幼稚園、金光学園家庭塾の体制が成

立している。 

これら学校法人の活動と、教師の養成は区別されているようである。教師養成機関とし

ては、金光教学院（各種学校、個人立）がある。これは 1894 年の神道金光教会学問所の設

置から始まるが、このような動きは、教会としての独立が背景にあるとともに161、文部省

による宗教行政への対応でもあった162。1897 年に神道金光教会中学部、1898 年に金光中学

となり、1899 年に私立学校令によるものとなる。1905 年に中学校令による私立金光中学校

となり普通中等教育機関となったため、教師育成は金光教教義講究所が担当することにな

り163、機能分化する164。金光中学校は、「国家的精神涵養の為の教育」が建学の精神とされ、

その意味では「一般の」学校となった165。そして、宗教団体法への対応として 1941 年に金

光教学院が設置され、1944 年には私立学校令による学校となる。また、これらとは別に輔

教制度もある。輔教志願者講習会により輔教となると、集会所の開設と学院特科の資格を

得る。 

                                                   
158 「関西福祉大学の建設始まる――新築起工祈願祭執行」，1996，前掲，p.31． 
159 「関西福祉大学の建設始まる――新築起工祈願祭執行」，1996，前掲，p.31． 
160 金光学園百年誌編集委員会編，1994，『金光学園百年のあゆみ』金光学園． 
161 金光教学院，1956，『金光教学院沿革史――教師育成機関創設六十年記念』金光教学院，

p.27． 
162 藤井麻央，2014a，「明治中期の宗教政策と神道教派――内務省訓令第九号の金光教への作

用」『國學院雑誌』115.7，pp.57-71． 
163 金光教学院，1956，前掲，p.36． 
164 藤井麻央，2014b，「新宗教における教育機関の機能――明治後期の金光教の事例」『神道宗

教』236，p.125． 
165 藤井麻央，2014b，前掲，p.126． 
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第 5節 結論 

前節までに見出された「大学」設置の理由のパターンとして、次の三つを挙げることが

できる。 

第一に、教師養成と区別された信者への教育の実施である。大学は、場合によっては総

合大学であり、一貫教育の一部である。第二に、宗教団体が深く関わる社会活動のための

専門的職業教育である。これは宗教によっては、大学ではなく専門学校によって達成され

ることもある。第三に、信者への教育と区別された、創立者と関連した学術研究である。

これらを学校別に記すと表２のようになる。 

 

 

 

これらのパターンの特徴は、本章の冒頭において述べたように、なぜ他でもなく「大学」

を設置しようと考えたのか、その宗教団体ごとの論理を示していることである。すなわち、

大学の、他の機関・役割と比較した位置付けを示しているものであり、大学と他の学校種

との分業・機能分化の構造を示すものである。 

本章における検討からこれらのパターンが見出されたが、では、新宗教系大学の特徴は

何だろうか。 

まず、戦後大学と「民衆性」ということに着目する。一般信者への（総合大学による）

一貫教育は、大学の大衆化傾向、戦後の「大学」増を反映している。これはつまり、「民衆」

学校名 学校設置の論理

天理大学 総合大学における信者への一貫教育

天理大学女子短期大学部 信者への一貫教育

天理医療大学 社会活動に関連する専門的職業教育

日本福祉大学 社会活動に関連する専門的職業教育

日本福祉大学女子短期大学部 社会活動に関連する専門的職業教育

創価大学 総合大学における信者への一貫教育

創価女子短期大学 信者への一貫教育

ピーエル学園女子短期大学 信者への一貫教育（専門的職業教育・教師養成と区別される）

国際仏教学大学院大学 学術研究（信者への一貫教育と区別される）

関西福祉大学 一貫教育とゆるやかに関連した専門的職業教育（教師養成と区別される）

表２　戦後新宗教系大学の設置の論理

出典：齋藤崇德，2017，「近現代日本の新宗教系高等教育機関に関するその設置理由の検討を中心とした予備的考察」『日本高等教育学会

第20回大会（於東北大学）』の要約。
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も大学に行くものだという状況への変化であると言える。例えば創価学会員の社会階層も

社会全体とともに徐々に上昇していったとされる166。 

しかしこれは新宗教の特徴と言えるだろうか。仏教一般においても教育事業は、仏教徒

以外にも、仏教学以外にも広がっていった歴史を持つ167。一つ推測しえるのは、新宗教の

場合、教化と信仰（宗教活動）が「地続き」となっているのではないだろうか。新宗教に

おいては、その教化において、教師を育成しながらも、「大衆」を参加させる制度を構築し

ている168。そして、戦後大学はこの「大衆」参加に貢献し得たのである。 

次に、教師の養成について考察する。その社会的な制度としての「聖」と「俗」の区分

から述べれば、「聖」の社会的な関係性は主に非大学・非公的機関によって産出されている

ことが推測される。これは、キリスト教や仏教のようにその神学が大学化・学術化されに

くいということを示唆しているかもしれない。むしろ、他の社会と関わる社会事業という

回路を通じた、専門的職業人の養成を大学で行おうとした傾向も見いだせる。ただ、学術

化している「研究」が必要である事例も存在することには注意しておく必要がある（霊友

会系）。 

しかし、大学の設置は、一見世俗的な行為にも考えられるが、社会事業を行うことは世

俗的／宗教的の区別を掘り崩すものとしても捉えられる169。すなわち、事業を通じて、世

俗的な社会と宗教的な団体との区分が架橋される。そして、この公的高等教育機関のケー

スで言えば、その架橋は近代学校教育概念、戦後大学概念によって達成されているものだ

と言える。ただ、他方で、一般信者の養成すらも、外部機関化することによって、分業・

機能分化されてしまうという事態が起こり得る。すなわち、宗教団体が「大学」化してし

まうということである。 

  

                                                   
166 中野毅，2014，「戦後日本社会と創価学会運動――社会層と政治進出との関連で」西山茂編

『近現代の法華運動と在家教団』春秋社，p.301． 
167 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，前掲，pp.62-6 
168 清水雅人，1969，「新宗教団体における教学と教化のあり方について」『大谷大学宗教教化学

研究会紀要』3，p.88． 
169 ルシアン・ヘルシア，2010=2014，「世俗化時代のヨーロッパ」茢田真司訳．島薗進・磯前順一

編『宗教と公共空間――見直される宗教の役割』東京大学出版会，p.133ff. 
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第３章 新宗教系高等教育機関の組織・制度面に関する比較的研究 

 

第 1節 目的と背景 

本章の目的は、現代日本における新宗教系高等教育機関について、組織・制度の側面か

ら比較的な検討を行うことを通じて、その社会・宗教的な位置付けを明らかにすることで

ある。すなわち、現代日本において、宗教と高等教育とが実際にどのように関係している

のか、とくに新宗教における特徴はどのようなものであるのかという点を問う。 

第 1 章で述べたように、新宗教による学校教育は、近現代日本における宗教と教育の歴

史における空白の一つとして捉えることができ170、新宗教およびその機関を研究するため

には、それらの内での比較検討が必要になる。日本において四つに大きく分けた際の宗教

カテゴリ間の比較はすでに行われているが171、本章の比較検討は、新宗教が既存の諸宗教

からの影響を受けているがゆえに、他の宗教との相違を分析する際にも有効になると考え

る。 

以下ではまず、第 2 節で、本章の視座となる、組織・制度へ着目した上での教団と学校

との関係性および「高度な知識」の位置付けについて述べる。次に第 3 節では、目的規程、

教学組織とカリキュラム、管理組織、財政的支援の各項目について分析を行う。最後に第 4

節で結論を述べる。 

 

第 2節 視座 

本章においては、それら機関の組織・制度面について、二つの視座から比較を行う。 

組織・制度に着目する理由としては、宗教と教育の問題についての関心がその理念的側

面に向けられることが多かったことが背景にある。ここではそのような理念がどのように

具象化されているか、すなわち、何かしら「宗教的」あるいは「新宗教的」といえる理念

の存在が、現実の社会構造にどのように反映されているのかということを分析するという

                                                   
170 井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編，1994，『新宗教事典 本文篇』弘文堂． 
171 齋藤崇德，2014，「日本における宗教系大学の比較分析――制度的変数を中心として」『東京

大学大学院教育学研究科紀要』53，pp. 55-66． 
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意図がある。また、第 2 章では設置に関する論理を分析したが、その論理と制度・組織が

どのように関わっているのかについても本章では分析する。 

本章では、次の二つの視座からの比較分析を行う。 

第一の視座は、教団と学校との制度的関係を問うことである。すなわち、宗教系の学校

がどの程度「宗教的」であるのかということだけではなく、具体的にどのような関係性を

持っているのかということを分析する。これは第 2 章でも触れたが、渡辺172が述べるよう

に、社会活動を行う分野を別の組織をつくること、分業することによって、宗教組織を「純

化」させるという作用が存在するが、しかし、その組織上の自律が行われた上で、どのよ

うな関係が構築されているのかを問うべきだと考える。宗教団体と社会との関係性という

視点である。 

第二の視座は、高等教育の意義、とくにそこで教授・研究される「高度な知識」が置か

れている位置付けである。これもすでに述べたように、新宗教は既成の宗教、とくにキリ

スト教や仏教の多くとは異なり「民衆的」な宗教とされる。そのような性格を新宗教が持

つのならば、そこで高等教育事業を行うこと、そしてそこで伝達され研究される「高度な

知識」にどのような意義が込められているのかが、高等教育における問題となる。 

これらの視座にもとづき、本章では、主に寄附行為、学則、評価関係資料などの、組織・

制度の構造を示すと考えられる公式な文書を中心として比較する。 

前章の表１は、戦後日本における新宗教系大学の一覧であるが、本章においても日蓮宗

法音寺系も含めている。 

本章で対象とする機関は、現存する 7 つの大学である。これも第 2 章で述べたように、「高

等な」教育を行っているとしても、無認可校や各種学校、専修学校を設置する団体も存在

する。本章では、その社会と関係するという意味での公的な側面を予備的考察として重視

するため、学校教育法による大学およびその基礎となった機関についてのみ取り扱う。 

 

                                                   
172 渡辺芳，1997，「教団組織化過程における「宗教的」社会活動――仏教感化救済会から日蓮

宗法音寺への展開」『東洋大学大学院紀要（社会学研究科）』34，pp.62-3． 
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第 3節 分析 

前章の表２は、戦後日本における新宗教系の設置における論理を示したものであったが、

以下では、これら論理が、その組織・制度に影響しているという仮説を設定する。これら

は、むろん主に設置にあたっての論理であるが、そのような論理が現在においてもその制

度・組織を説明する要因となっているのかを検討したい。 

 

第 1項 目的の規程 

表３は、各学校・学校法人の寄附行為および学則における目的の規程を一覧にしたもの

である。 

寄附行為や学則にみられる機関の「目的」について、宗教的要素がどの程度、どのよう

な表現において表れているかということを分析すれば、その法人ないし学校の目的が、教

団とどのような関係にあるかを示すことになると考える。これらは公式の文書における規

則であるとともに、法人としての根本的な規約であるため、その組織を公的に体現するも

のとして捉えることができる。 

まず、宗教教育との関連についてみる。 

天理教系の学校法人・学校および関西福祉大学においては、宗教的教育が明記されてい

る。ただし、学校法人天理大学では「宗教教育を行う」であるが、他は「教義に基づ［く］

／を基調として」となっている。また、学校法人天理よろづ相談所学園および天理医療大

学においては「信条教育」という、宗教専門職的ではないということが明記されている。 

学校法人日本福祉大学およびその学校では宗教的要素は見当たらない。 

学校法人創価大学およびその学校は宗教そのものではなく宗教家である「創立者」の「建

学の精神」173に基づくことが明記されている。 

国際仏教学大学院大学の場合は、宗教教育というよりは、学術的な意味での仏教が言及

                                                   
173 なお、創価女子短期大学では「建学の指針」として、「知性と福徳ゆたかな女性［／］自己の信

条をもち人間共和をめざす女性［／］社会性と国際性に富む女性」とされている（「建学の指針」，

<https://www.soka.ac.jp/swc/about/philosophy/spirit/>）。池田大作によりそれぞれの設立時から

となえられていた（池田大作，1996，『池田大作全集 第五十九巻 教育指針』聖教新聞社，

p.48; p.284など）。 
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されている。ただ、「宗教的文化的素養」は触れられている。 

学校法人関西金光学園においては、宗教的要素は見当たらない。 

次に、教団との関係についてみてみると、学校法人日本福祉大学およびその学校、学校

法人国際仏教学院およびその学校については認められない。 

最後に、高等教育であることの意義についてだが、国際仏教学大学院大学を除き、学則

に宗教性が認められる場合は、高等教育の理念的基礎として位置付けられていることがわ

かる。 
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法人名 寄附行為 学校名 学則

学校法人天理大学 この法人は、教育基本法及び学校教育法に

従い、あわせて天理教の信仰に基づく宗教

教育を行うため、私立学校を設置すること

を目的とする。

天理大学 本大学は、教育基本法および学校教育法に則り、天理教教義に

基づいて広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研

究し、もって人類の福祉と文化の発展に貢献する人材、殊に世

界布教に従事すべき者を育成することを目的とする。

天理大学大学院 本大学院は、天理教教義に基づいて、学術の理論および応用を

教授研究し、その深奥を究め文化の進展に寄与することを目的

とする。

学校法人

　天理よろづ相談所学園

この法人は、教育基本法及び学校教育法に

従い、学校教育を行い、人に尽くすことを

自らのよろこびとする天理教の信条教育を

基調として、医療に従事する献身的な人材

を育成することを目的とする。

天理医療大学 天理医療大学［略］は、教育基本法及び学校教育法に則り、人

に尽くすことを自らのよろこびとするという天理教の信条教育

を基調として、広く知識を獲得し、医療に関わる専門性の高い

技術を習得し、真摯に科学する精神を育み、人に対する深い愛

情と自分を律する謙虚な心をもった人材を育成することを目的

とする。

学校法人日本福祉大学 この法人は、教育基本法及び学校教育法に

従って、学校教育を行うことを目的とす

る。

日本福祉大学 本学は学校教育法に則り、人間及び社会に関する諸科学を総合

的に教授研究し、高潔なる人格と豊かなる思想感情を培い、社

会にとって有為な専門家であり、かつ地域社会に貢献できる人

材を養成することを目的とし、広く人類社会の発展に寄与する

ことを使命とする。

日本福祉大学大学院 本大学院は、学部における広い教養並びに専門的教育の上に、

高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、さらに

進んで研究指導能力を養い、もって人類の文化と福祉の増進に

貢献することを目的とする。

学校法人創価大学 創価大学 本学は、創立者池田大作先生の建学の精神に基づき、学校教育

法により、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授

研究し、全人的な人間形成をはかるとともに、文化の発展と人

類の福祉に貢献することを目的とする。

創価大学大学院

創価大学専門職大学院 創価大学［略］専門職大学院［略］は、創立者池田大作先生が

提唱された建学の精神に基き、学校教育法により、高度の専門

性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を

培うことを目的とする。

創価女子短期大学 本学は、創立者池田大作先生の建学の精神に基づき、教育基本

法及び学校教育法の定めるところにより、高等学校教育の基礎

のうえに実際的な専門教育を施すとともに、全人的な人間形成

をはかることを目的とする。

学校法人国際仏教学院 この法人は、教育基本法及び学校教育法に

従い、大学院教育を行うことを目的とす

る。

国際仏教学大学院大学 国際仏教学大学院大学［略］は、教育基本法及び学校教育法の

定めるところに従い、人類共通の遺産としての仏教及びそれに

関連する文化についての学術的理論及び応用を研究・教授し

て、その蘊奥を究めるべく努めるとともに、当該分野における

高度な専門的知識と、様々な研究手法や研究遂行能力および専

門分野を超える幅広い視野をもった研究者、ならびに深い宗教

的文化的素養をもち、現代的諸問題の分析・解決への意欲と能

力を有する社会人を育成し、もって人類文化の進展に寄与する

ことを目的とする。

学校法人関西金光学園 この法人は、教育基本法及び学校教育法並

びに私立学校法に基づき、学校を設置する

ことを目的とする。

関西福祉大学 関西福祉大学［略］は、金光教の教義に基づく建学の精神に則

り、豊かな人間性と深い専門性を備えた社会に貢献しうる有能

な人材を養成し、保健・医療・福祉に関する理論的、実践的研

究を進め、学術、文化の進展に寄与することを目的とする。

関西福祉大学大学院 関西福祉大学大学院［略］は、学部における専門的基礎の上に

広い視野に立って学識を深め、社会福祉及び保健・医療分野に

おける研究能力及び高度な専門性が求められる専門職業人とし

て必要な資質・能力の涵養を目的とする。

表３　寄附行為および学則における目的

出典：齋藤作成。下線は齋藤による。データは基本的にホームページ上で公開されているものに基づく。ただし、天理大学の学則については天理大学80年小史編

纂委員会編（2006，『天理大学80年の軌跡　1925▶2005』天理大学出版部）による。また、一部、学校法人研究会による寄付行為データベース検索を利用して

いる。ここに記して感謝申し上げます。

注：寄附行為については手に入る限りで最新のものを使用している。空白のセルは資料を手に入れることができなかったことを示す。

この法人は、教育基本法及び学校教育法に

従い、かつ、創立者池田大作先生の建学の

精神に基づき、学校教育を行い、全人的な

人間形成をはかるとともに、文化の発展と

人類の福祉に貢献することを目的とする。
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第 2項 教学組織・カリキュラム 

表４は各学校の主要な教学組織の構造を示したものである。 

ここから、天理大学、創価大学、国際仏教学大学院大学の場合、その宗教に関わる研究

所が存在することがわかる。とくに天理大学附属おやさと研究所と創価大学創価教育研究

所ではその宗教の教学に関わる研究が行われている。 

 

 

 

学校名 学部・学科・研究科等

天理大学 人間学部（宗教学科 、人間関係学科）、文学部（国文学国語学科、歴史文化学

科）、国際学部（外国語学科、地域文化学科）、体育学部（体育学科）、宗教

文化研究科（宗教文化研究専攻）、臨床人間学研究科（臨床心理学専攻）、体

育学研究科（体育学専攻）、附属おやさと研究所

天理医療大学 医療学部（看護学科、臨床検査学科）

日本福祉大学 社会福祉学部（社会福祉学科）、経済学部（経済学科）、国際福祉開発学部

（国際福祉開発学科）、看護学部（看護学科）、子ども発達学部（子ども発達学

科、心理臨床学科）、福祉経営学部（医療・福祉マネジメント学科）、健康科学

部（リハビリテーション学科、福祉工学科）、スポーツ科学部（スポーツ科学

科）、福祉社会開発研究科（社会福祉学専攻、福祉経営専攻、国際社会開発専

攻）、社会福祉研究科（社会福祉学専攻、心理臨床専攻）、医療・福祉マネジメ

ント研究科（医療・福祉マネジメント専攻）、国際社会開発研究科（国際社会開

発専攻）、総合研究機構、地域連携推進機構、減災連携・支援機構

創価大学 経済学部（経済学科）、法学部（法律学科）、文学部（人間学科）、経営学部

（経営学科）、教育学部（教育学科、児童教育学科）、理工学部（情報システム

工学科、共生創造理工学科）、看護学部（看護学科）、国際教養学部（国際教

養学科）、経済学研究科（経済学専攻）、法学研究科（法律学専攻）、文学研

究科（英文学専攻、社会学専攻、教育学専攻、人文学専攻、国際言語教育専

攻）、工学研究科（情報システム工学専攻、生命情報工学専攻、環境共生工学専

攻）、法務研究科（法務専攻）、教職研究科（教職専攻）、平和問題研究所、

生命科学研究所、国際仏教学高等研究所、比較文化研究所、法科大学院要件事

実教育研究所、創価教育研究所

創価女子短期大学 現代ビジネス学科、英語コミュニケーション学科

国際仏教学大学院大学 仏教学研究科（仏教学専攻）、国際仏教学研究所、日本古写経研究所

関西福祉大学 社会福祉学部（社会福祉学学科）、教育学部（児童教育学科）、看護学部（看

護学科）、社会福祉学研究科（社会福祉学専攻）、看護学研究科（看護学専

攻）

表４　主要な教学組織の構造

出典：齋藤作成。2017年4月現在についての各ホームページによる。



36 

次に、各学校が、特別の「宗教的」科目を課しているかどうかを分析する。これは、学

校がどの程度「宗教的」であるのかの指標であると同時に、学校の内容にどの程度教団が

影響を及ぼしているのか、新宗教的知識の（公的）高等教育化がいかなるものかを示すも

のである。 

まず、天理大学においては、「天理教科目」を 4 単位以上（人間学部宗教学科除く）、「建

学の精神科目」を 2 単位取得する必要がある174。この「建学の精神科目」は、「建学の精神」

として「教祖（おやさま）の教えに基づいて「陽気ぐらし」世界建設に寄与する人材の養

成を使命とする」175とあるので、宗教的な教育と言える。また、人間学部宗教学科では、

教学の教育・研究が行われている。 

天理大学で特徴的であるのは、全学部で修得可能な伝道課程が存在することである。い

わゆる宗教教師を養成する「伝道実習」が資格科目として存在する。科目単位を修得し、

修了証書が授与され、すでに「ようぼく（よふぼく）」176である者は「教人［きょうと］資

格講習会」修了とみなされ、願い出により教人として登録されることになっている。なお、

「伝道者選抜」も全学部において存在し、天理教の知識が試験において問われるものになっ

ている177。 

次に天理医療大学であるが、学部共通の「総合基礎科目」の一つとして、「宗教と科学」

（1 単位、必修）が存在するが178、確認できた限りでは、その内容は教団とは関係ないもの

である。 

日本福祉大学においては、宗教的な授業は行われていないようである。 

次に創価大学では、全学部の共通科目のうち「大学科目」2 科目 4 単位が必修となってい

る（看護学部は 1 科目 2 単位）。その大学科目は、「人間教育論 I・II」、「創価教育論」、「Soka 

                                                   
174 天理大学履修規則第 2条． 
175 「天理大学について」，<http://www.tenri-u.ac.jp/info/index.html>． 
176 広くは布教伝道における人材を指すが、ここでは「信者・よふぼく・教人」という信仰経歴・「職階」

を意味する（天理大学附属おやさと研究所編，1997，前掲，p.932）。よふぼくで教会長資格検定

に合格し本部に登録されると教人となる（天理大学附属おやさと研究所編，1997，前掲，

p.285）。 
177 「伝道者選抜〈専願制〉」，<http://www.tenri-u.ac.jp/ent/q3tncs00000g9pwp.html>． 
178 天理医療大学学則別表 1． 
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Education」、「現代文明論」、「大学論」、「共通基礎演習 I・II」である179。これらは基本的に

は「建学の精神」あるいは創価大学について学ぶものであり、大学の「創立者」である池

田大作の著作が取り上げられている。ただ、「大学論」や「人間教育論」では部分的には一

般的な教養教育となっている。また、「創価教育論」には創価教育研究所が関わっている180。 

そして創価女子短期大学では共通科目である「地球市民教養科目」の「人間教養科目」

のうち、必修となっている「教養講座 I・II」（各 1 単位、1 年次科目）は、「創立者」の思

想や大学の歴史を学ぶものになっている181。 

以上これらの学校法人創価大学による科目は、いわゆる宗教教育と言えるかどうかは難

しい。ただ、本章の議論において重要なのは、教団との明確な関係が存在し、高等教育に

おける必要性が示されていることである。 

国際仏教学大学院大学は、仏教学研究科のみであるため、全ての科目が仏教学あるいは

宗教学の教育である。ただし、宗教教育のようなものは存在しないようである。 

関西福祉大学では、共通の「教養科目」のうち、「生と死の教育」（選択科目）、「人間と

宗教」（選択科目）、「臨床への宗教学」（選択科目）では金光教について部分的に触れられ

ている。 

以上から、教団との関係としては、三つのタイプがあることがわかる。 

第一に、天理大学、学校法人創価大学の学校（および部分的に関西福祉大学）であり、

明確な教団との関係が認められるタイプである。同時に、高等教育としての意味付け、つ

まり高等教育でなければならない理由が認められる。 

第二のタイプは、国際仏教学大学院大学であり、基礎的な学術研究の意味では関係して

いると言える。 

そして第三のタイプは、教団との明確なつながりは認められなかった他の学校である。 

 

                                                   
179 「創価コアプログラム」，<http://www.soka.ac.jp/department/curriculum/program/>． 
180 「概要」，<http://sokaedu.soka.ac.jp/institute/about.html>． 
181 「地球市民養成科目」，<http://www.soka.ac.jp/swc/department/liberal_arts/>． 
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第 3項 経営組織 

表５は、寄附行為の文面にみられた、経営組織の構造における宗教的要素を示したもの

である。 

このうち、学校法人天理大学のみがとくに教団とのつながりが認められた。すなわち、

理事のうち 1 人が天理教表統領182によって指名され、評議員のうち 14 人が天理教教人であ

る必要がある。費用の支弁、解散、公示についても天理教との関係が明記されている。 

なお、学校法人日本福祉大学は、その名称について教団および創立者のことが特記され

ている。 

 

                                                   
182 天理教教会本部の役員であり、行政面を担う役職（天理大学附属おやさと研究所編，1997，前

掲，p139）。 
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第 4項 財政的支援 

財政上の支援は、教団と学校との関係を示すものの一つであると言える。 

表６は、これについて分析する参考のため、過去五年間での学校法人での寄付に関する

財務指標を示している。ここで利用した二つの値は以下の式により計算されている。後者

は、経常的な収入に限定された指標である。 

法人名 学校法人天理大学 学校法人

　天理よろづ相談所学園

学校法人日本福祉大学 学校法人

　創価大学

学校法人

　国際仏教学院

学校法人

　関西金光学園

名称

― ―

第1条　［第1項略］

２．この法人は、昭和28年1月

31日、大乗山法音寺御開山上人

鈴木修学と檀信徒の浄財によ

り、学校法人法音寺学園として

設立された。その後創立50周年

を機に、創立者鈴木修学の命名

による大学名称を冠した学校法

人日本福祉大学に名称変更した

ものである。

― ― ―

理事 第７ 条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

（ １ ） 天理大学の学長及び天理高等学校の校長

（ ２ ） 天理教表統領の指名する者 １人

（ ３ ） 評議員のうちから、評議員総数の過半数の議決によって選

任された者 ３人

（ ４ ） 前各号に規定する理事の過半数の議決をもって選任された

者　７人以上９人以内

［第2項略］

― ― ― ― ―

評議員 第20条 評議員会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。

（ １ ） 天理中学校の校長、天理小学校の校長及び天理幼稚園の園

長

（ ２ ） この法人の職員（ この法人の設置する学校の教員その他の

職員を含む。この条中以下同じ。） のうちから理事長において選任

された者 ７ 人

（ ３ ） 理事長

（ ４ ）この法人の設置する学校（ この法人の前身者が設置した学

校を含む。）の天理教教人たる卒業生で、年齢25歳以上の者のうち

から理事会において選任された者　１ ４ 人

（ ５ ） この法人に関係のある学識経験者で、前各号に規定する評

議員の過半数の議決をもって選任された者 ６ 人

［第2項略］

― ― ― ― ―

費用の支弁 第30条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産よ

り生ずる果実・運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実・授

業料・入学金・試験料その他の運用財産（ 不動産及び積立金を除

く。）天理教その他からの補助金及び寄附金をもって支弁する。

― ― ― ― ―

解散 第39条 解散（ 合併または破産による解散を除く。）した場合にお

ける残余財産は、天理教に関係のある学校法人その他教育事業を行

う者に帰属する。

― ― ― ― ―

公告の方法 第42条 この法人の公告は、天理時報に掲載し、天理大学の掲示場に

掲示して行う。
― ― ― ― ―

表５　寄附行為における組織構造

出典：齋藤作成。表3の出典および注を参照。

注：「―」は宗教的要素が見られなかったことを示す。
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・寄付金比率＝寄付金／事業活動収入＊100 

・経常寄付金比率＝教育活動収入の寄付金／経常収入＊100 

 

 

 

まず、学校法人天理大学だが、過去五年間は宗教法人天理教より、26～29 億円の寄付が

あり、上記表における寄付金および教育活動収支の寄付金の殆どを占めている。2013 年度

まで、帰属収入予算と資本的支出を含んだ支出予算が均衡するように、キャッシュフロー

ベースの予算で、天理教からの寄付金額が決定されていた183。法人の寄付金は各学校の学

生納付金、補助金によって配分されている184。 

次に学校法人天理よろづ相談所学園は、学校法人天理大学とは異なり、教団からの経常

的な寄付金を受け取っていない。ここで示した寄付金は研究奨励寄付金と研究機関等から

                                                   
183 「天理大学自己点検・評価報告書 ２０１４（平成２６）年度」p.135．「財務基盤の確立という面で

は、望ましいとはいえない」と指摘されている（「天理大学に対する大学評価（認証評価）結果」

［平成 27年度］p.19）。 
184 「天理大学自己点検・評価報告書 ２００７（平成１９）年度」p.292． 

法人名 指標 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

寄付金比率 35.8% 34.3% 32.7% 33.2% 33.8%

経常寄付金比率 35.8% 34.2% 32.7% 33.0% 33.7%

寄付金比率 36.1% 1.1% 0.9% 0.1% 0.3%

経常寄付金比率 ― ― ― 0.1% 0.3%

寄付金比率 0.6% 1.1% 3.3% 1.1% 1.1%

経常寄付金比率 0.6% 1.1% 3.3% 1.1% 1.1%

寄付金比率 13.4% 12.8% 12.2% 24.6% 30.9%

経常寄付金比率 54.7% 13.1% 13.0% 11.5% 10.4%

寄付金比率 35.8% 34.5% 33.9% ― ―

経常寄付金比率 ― ― ― 40.5% 13.3%

寄付金比率 1.7% 2.7% 1.4% ― ―

経常寄付金比率 ― ― ― 1.7% 1.4%
学校法人関西金光学園

注：経常寄付金比率は学校法人会計基準改正以後の指標であるが、学校法人天理大学、学校法人日本福祉大

学、学校法人創価大学については新会計基準による計算書あるいは値が記載されていた。「―」は不明。

表６　過去五年間での寄付に関する指標一覧

出典：齋藤が各法人の事業報告書あるいは諸表から値を転記あるいは計算して作成。

学校法人天理大学

学校法人天理よろづ相談所学園

学校法人日本福祉大学

学校法人創価大学

学校法人国際仏教学院
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の助成金が主である185。なお、2012 年度は開学年であるため、一般寄付金が多かった186。 

学校法人創価大学は、特別収支における寄付金が近年増加しているため、寄付金比率は

増加している。2012 年度の経常寄付金比率が高くなっているのは、創価大学創立 40 周年・

創価女子短期大学創立 25 周年記念寄付募集事業によるものであり、2015 年度と 2016 年度

については、創価大学創立 45 周年・創価女子短期大学創立 30 周年記念寄付募集事業によ

るものである。40 周年寄付事業においては、約 5 万の個人と法人が参加したとあるため、

広く寄付を募る事業を行っていることがわかる187。ただし、寄付事業が行われていないと

思われる年度でも私学の平均より高い値を示しているが、教団から直接寄付を受けている

かは不明である。 

学校法人国際仏教学院は、宗教法人霊友会からの寄付金収入が多く、他には資産運用収

入と補助金収入とでほぼ消費支出を賄っており、学納金に頼らない状況をつくっている188。

2016 年度の値が小さいのは、比率の分母のうち教育活動外収入（「受取利息・配当金」）が

増加したためであり、寄付金の額自体は例年並みの１億強である。 

学校法人日本福祉大学、学校法人関西金光学園については、特記すべき記述は認められ

なかった。 

以上から、教団との関係について述べると、学校法人天理大学および学校法人国際仏教

学院については、財政を通じた教団との関係が明確に認められる。また、学校法人創価大

学については不明だが、寄付募集事業が成功している189。そして他の学校法人においては

その関係は認められない。 

 

第 4節 結論 

本章の議論からは、新宗教系大学の多様性が明らかになったと言える。すなわち、組織

                                                   
185 「法人の概要」，<http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/information/summary>． 
186 「学校法人天理よろづ相談所学園 平成 24年度 事業報告書」p.7．すべて一般寄付金で、企

業等からの研究寄付金と、天理教の病院からであった。 
187 「2013（平成 25）年度 点検・評価報告書」p.277． 
188 「国際仏教学大学院大学に対する大学評価（認証評価）結果」p.454． 
189 「創価大学に対する大学評価（認証評価）結果」p.26． 
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への宗教の影響とその多様性を確認することができた。 

本章第 3 節の冒頭で述べた、設置の論理がその学校の組織を説明するという仮説につい

てだが、設置の論理はある程度本章で分析した変数を説明すると言える。すなわち、一貫

教育の論理によって生まれた学校は、その目的規程およびカリキュラムに相当する宗教性

が見て取れる。ただし、それ以外を説明はしていない。 

また、教団との関係性も多様である。そして、その知的源泉からの説明もそれほど一律

ではない。 

次に、個別の大学ごとに本章の議論から分かったことを述べる。 

まず、天理大学は宗教系大学としての理念型に近いと言える。目的、教学組織、管理組

織、財政的支援という組織面すべてで教団との関係性があり、教師養成も担っている。こ

のような特徴は、教師養成のための外国語学校というその出自が関係していると考えられ

る。 

次に、創価大学（および創価女子短期大学）もこれに近いと言える。ただ、教師養成に

ついては在家仏教団体であるがゆえに天理大学とは異なる。つまり、教師・信者のあり方、

およびその知の源泉が異なっていることに起因する差異だと考えられる。また、性別によ

り学校が分化しているが、これは創価学会における男女観の反映だと推測できる190。 

国際仏教学大学院大学は研究大学として特化している学校である。霊友会は創価学会と

同じく在家仏教団体であるが、高等教育機関の形が異なっていることは特筆すべきである。 

日本福祉大学は、天理大学とは真逆の「世俗的」な大学になっている。これは法音寺に

おける社会福祉事業は専門化し、一般の信者が行うものではなくなったことに起因すると

考えられる191。すなわち、第 2 章でも述べたように、昭徳会は社会福祉活動、法音寺学園

（日本福祉大学の旧称）は学校教育活動を行う専門となり、とくに大学は専門家の育成を担

                                                   
190 もっとも、創価大学在学生の男女比は 2017年 5月 1日現在、5.2：4.8であり、特別男性向けの

大学となっているわけではない（「統計データ」，

<http://www.soka.ac.jp/about/organization/data/>）。なお、天理大学女子短期大学部がなぜ短期

間で廃止されたのかはよくわかっていないが（天理大学五十年誌編纂委員会編，1975，『天理

大学五十年誌』天理大学，p.196ff.）、創価学会とは高等教育での人材養成における男女観が

異なっていたとも考えられる。 
191 渡辺芳，1997，前掲，pp.70-1． 
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ったが192、「専門的知識人」を養成する宗教から分離した「世俗大学」となったといえる193。 

そして、関西福祉大学（および部分的には天理医療大学）は、これらの中間に位置する。

その知的源泉のあり方は、天理大学に近いが、高等教育機関のあり方は異なると言える。 

本章の関心は、宗教が高等教育に関わるあり方がどのような社会的原理によるものなの

か、新宗教独自性があり得るのかということであった。いずれの学校も宗教の社会事業と

して捉えることはできる。ただし、本章で述べてきたような多元性は、宗教あるいは大学

のどちらか一方の論理だけによっては説明しえない。つまり、自律した組織間関係を、そ

れぞれの論理を勘案しながら捉えることが必要になる。ゆえに、（戦後）大学観、専門化と

戦後大学的な一貫教育というあり方をもみながら考察を進めていく必要がある。教職養成

を大学に独占させることは天理教すらも行っていないことからも194、日本の宗教にとって

大学とは何かということも含めて考察していく必要もある。この主題はそもそも日本の社

会にとって大学はいかなるときに必要とされ、いかなるときに（直接的に）設置されなけ

ればならないとされるのかを考察することにもつながるだろう。 

  

                                                   
192 ランジャナ・ムコパディヤーヤ，2005，前掲，pp.120-1． 
193 西山茂，2016，前掲，pp.200-1． 
194 天理大学附属おやさと研究所編，1997，前掲，p.286． 
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第４章 新宗教の事例を通じた宗教専門職養成の理論枠組の検討 

 

第 1節 目的・先行研究・視座 

本章の目的は、主に日本の新宗教系教団とその養成機関の事例の検討を通じ、宗教専門

職養成のメカニズムを理論的に捉えることである。すなわち、宗教に関する専門職の特徴

が何かを明らかにすることで、新宗教系高等教育機関の機能について考察したい。 

従来、神父、牧師、僧侶などの宗教専門職は、専門職のプロトタイプの一つとして挙げ

られてきた。このように主張されるのは、知としてのキリスト教や大学制度の存在、キリ

スト教社会としてのヨーロッパなどへの認識によると思われる。実際、キリスト教の聖職

者は、長期の専門教育、資格証明、職能組織、明確な職業イメージ、社会への奉仕など195、

一般的な「専門職」としての要件を備えていることは確かである。 

ただし、近現代日本における宗教専門職の社会的な性格、とくにその養成の特徴につい

て議論されることは少ない。個別の検討は行われているが196、それを体系的かつ実証的に

捉える上での枠組みは未だ不十分であると言える。 

宗教専門職の養成を対象とする意義は以下の点にある。第一に、近代日本の宗教的環境

と宗教的な知のあり方の特徴を解明する手がかりとなる。近代においては宗教システムの

分出により、（広義の）教育制度と宗教制度の相対的自律性、およびそれら間の関わりとい

う事態が生まれたが197、これは近代日本でも同様であった。ただし、日本については、戦

後という時代的背景にも留意する必要がある。つまり戦後日本的な信教の自由・政教分離

や、社会全体の教育達成の向上（高等教育の「大衆化」）が起こったという事情を含めて分

析する必要がある。 

第二に、他の専門職との比較によって宗教専門職の差異を明らかにできる。すなわち他

                                                   
195 クラウス・シュペネマン，1995，「聖職者の養成と専門教育」望田幸男編『近代ドイツ＝「資格社

会」の制度と機能』名古屋大学出版会，p.164． 
196 国際宗教研究所編，2006，『現代における宗教者の育成』大正大学出版会．など。 
197 この考え方は、「制度分化」に関する議論やマルクス主義の議論を参考にしている（メレディス・

B・マクガイア，2002=2008，『宗教社会学――宗教と社会のダイナミックス』山中弘・伊藤雅之・

岡本亮輔訳．明石書店，pp.367-9; p.386ff.）。 
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の知識・実践ではなく、社会における宗教的知識・実践の特徴がどのようなものであるか

を検討する。これは日本社会における専門職一般の性格の検討において、比較する事例の

一つとして重要になると考える。 

本章では、新宗教系団体とその専門職の養成の事例を基に議論する。なお、以下「宗教

（団体）」、「宗教専門職」と言うときは、新宗教を念頭に置いている。 

上述の問題設定において新宗教を取り上げる意義としては次のことが挙げられる。日本

の新宗教は、西洋において長い伝統を持つキリスト教や日本の文脈で発展してきた仏教な

どとは異なり、近代以降、一から「専門職」とは何かを定義し、その養成方法を作り出さ

ねばならなかった。その際同時に、既成宗教の影響を受けざるを得なかったと思われる。

それゆえ、その新しさや類似性を参照することによって、既成宗教を含めた、以下にみる

ような社会とのつながりを明らかにすることができると考える。 

本章では、宗教研究の知見によりながらも、主に専門職論の枠組みから、その基礎的な

メカニズムを理論的に検討する。宗教研究においても宗教専門職にかんする知見は個別的

ではあるが蓄積されてきた。他方で専門職論は、社会における様々な専門職の特徴と社会

的な位置付けについて議論してきた。両者の議論を援用することで、専門職という準拠点

を通じた社会領域間（宗教領域と例えば経済領域など）での比較を試みる。これによって、

広く近現代日本社会における一つの「職業」あるいは社会的地位としての特徴をみること

が可能になるだろう。 

本節の最後に述べておくべきは、宗教専門職についての議論には組織の問題が存在する

ということ198、つまり、宗教組織をどのように捉えるかがその専門職を考える際に重要に

なるということである。むろん、組織に所属しない独立した「霊能者」あるいは「呪術師」

も存在し、そこにも「専門職性」は存在するとされるが、本章ではほとんど触れない199。

                                                   
198 Rodney Stark, and William Sims Bainbridge, 1996, A Theory of Religion, Rutgers University 

Press, Chap. 4. 
199 ただ、ここに着目すると Reedの述べる independent/liberal professions と organizational 

professionsの対照を援用可能になると思われる（Michael I. Reed, 1996, “Expert power and 

control in late modernity: an empirical review an theoretical synthesis,” Organization Studies, 

17.4, p.586）。 
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宗教専門職は「専門職」と言えるかどうかという根本的な議論はあるが、ここでは組織の

問題との関連を重視する。本章では、専門職の理念型の要件に厳密に当てはまるかどうか

ではなく、組織的専門職（organizational professions）の一つとして200、すなわち、組織を前

提とした社会的に「宗教」として認められる特定の知識を基に特定の行為をする「職」に

ついて考えていく201。 

本章のアウトラインを述べる。以下では、宗教専門職養成における特徴を捉えるための

理論的な論点を提示していく。まず次節では「宗教専門職」の分類とその特徴をみる。第 3

節では、その養成機関の特徴について検討する。第 4 節では、そこで養成される「能力」

の特徴を検討する。第 5 節では、その養成と宗教組織の関係についての問題を検討する。

最後に第 6 節では結論と展望を述べる。 

 

第 2節 宗教専門職の分類 

本節では、宗教専門職の分類とそれらの特徴について述べる。これは、宗教専門職の性

格はかなり様々であるためその分類が前提として必要になるからである。 

一般に議論されるのは、教師と霊能者の分類である202。すなわち、教師は「教団の教え

に対する深い理解や信仰を背景として、信徒の教化・指導を行う役職者」であり、霊能者

は「何らかの非日常的ないし超自然的なカリスマ的力能をもつとされ、そうした力を通し

て信徒の救済、指導にあたる役職者」とするものである。 

これら二つはその職能が異なるがゆえに、その養成制度も異なると考えられるため、本

章ではこの分類に対応し、その養成には二つのタイプがあるという仮説をとる。すなわち、

教師は学校的養成によるものであり、近代学校的な公的機関における養成が行われる。そ

                                                   
200 Magali Sarfatti Larson, [1977] 2013, The Rise of Professionalism: Monopolies of Competence 

and Sheltered Markets, Transaction, p.179. 
201 この規定は、企業や国家などの Larsonが組織専門職という概念で念頭に置くものとは異なるが、

Larsonが述べる組織と官僚制の関係についての多様なタイプの一つに入りうると思われる

（Magali Sarfatti Larson, 前掲, p.195; pp.202-3）。 
202 対馬路人，1994，「概説」井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編『新宗教事典――

本文篇』弘文堂，pp.158-9．他に「祭儀、葬儀などの慣習化され定型化された儀礼の執行を主な

任務とする役職者」である「祭司」もおり、既成宗教の「教師」の多くはこれに当たるが（同上，

p.159）、本章では触れない。 
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して、霊能者は非学校的な養成が行われると考える。ただし、前もって述べておくと、こ

の仮説は叙述に当たっての参考にはなったものの、このような単純な現象は認められなか

ったことが示される。 

分析の前に、宗教専門職の専門職としての位置付けにおける論点を述べておく。 

一般に新宗教においては専門職と「在俗」信者との区別は曖昧で複雑であるとされる203。

とくに霊能者の場合、公式に位置付けられていない場合がある204。教師においてもしばし

ば、教師のみにおいて存在するということだけではなく、教師と信者の関係が重要視され

る。これは、これは教団の組織構造そのものと、専門職とが関連しているということを示

唆する。 

次に、一般に専門職主義においては「素人」との境界をいかに形成するかが問題となる

が、この点で「万人布教者主義」、「万人祭司主義」といった理念が問題となる。万人布教

者主義とは、信者一人一人が布教者的な役割を期待されることである205。布教者と専門職

は概念的には異なるが重なる部分も大きい。例えば金光教の場合、「教師」は布教専従者と

しての性格が強い206。そして教勢の拡大にとって布教を専門とする者の存在は重要である

が、拡大再生産をしようとすればその効率のため万人布教者主義への転換が必要とされる。 

そして「万人祭司主義」は、新宗教の特徴とも言えるが、プロテスタントや大乗仏教、

部分的にはカトリックにもある。カトリックでも、厳格な位階制（司教、司祭、助祭等）

を敷いておりそれぞれ固有の職務があるとされるが、「一般信徒の共通的司祭職」という概

念も存在する207。 

このように本主題は専門職の境界が曖昧になりやすい事例だと言えるが、専門職の位置

付けについての問題は他にも存在する。一部の新宗教においては、信者全てが努力次第で

                                                   
203 ジュマリ・アラム，1994，「新宗教における「カリスマ的教祖」と「カリスマ的組織」――真如苑と創

価学会を比較して」島薗進編『何のための〈宗教〉か？――現代宗教の抑圧と自由』青弓社，

p.169． 
204 対馬路人，前掲，p.160． 
205 井上順孝，1996，『新宗教の解読』筑摩書房，pp.161-2． 
206 福嶋信吉，1994，「金光教」井上順孝ほか編，前掲，p.173． 
207 山内晴海，2003，『カトリック司祭』サン パウロ，p.106． 
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「能力」を持ちうるようになること（「秘儀の開放」）がありえ208、信者たちへの「教化」

自体が宗教的実践であることも多い。 

また、一般に信者の役割、その結束・自律性が強くなれば「教師」の役割は小さくなる

とされる。例えば本門仏立講の初期の組織や209、あるいは以前の創価学会のような内棲宗

教210がそれにあたり、以前の創価学会の場合では、僧侶とは別に運営に関わるリーダーや、

教学部の人間たちが活動していた211。 

ただし、専門職養成の前提が信者に広く開かれている場合、その前提において何らかの

限定の論理を用いることがある。例えば、真如苑においては、霊能者の養成は、属性主義

的にではなく、業績主義的に行われるとされる212。これは、長い時間をかけることになる

が、努力と信仰心があれば誰でも霊能者になることができるということである。他方で、

属性主義的な「生まれ」（前世や因縁）によって選ばれることもあり得る213。 

以上の宗教であることに起因する特質に加えて、戦後の教育の状況も考慮する必要があ

る。戦後の教育制度の充実は知識が開放されたことを意味し、それは「民衆的」とされる

諸宗教においても同様であった214。これは、とくに幕末から明治期における「民衆宗教」

とは異なる戦後的特徴だと言える。 

以上、宗教専門職の特徴について議論してきたが、要言すれば、どのような専門職と信

者の関係（あるいは境界）が成立しているのか、どのような組織構造（信者との関係性の

構造）であるかが問題となると言える。また、これが後述の組織の問題と関連して、専門

職団体のようなものが形成されにくい要因であろう。そして、この専門職性を示すための

答えとして養成と資格、その社会的・組織的な正当化があると推測される215。 

                                                   
208 井上順孝，前掲，p.181．例えば本来厳しい「修行」が必要とされる僧侶や修験者などの「能

力」。 
209 井上順孝，前掲，p.92．  
210 西山茂，2016，『近現代日本の法華運動』春秋社，II；III． 
211 中野毅，1994，井上順孝ほか編，前掲，p.177． 
212 秋庭裕・川端亮，2004，『霊能のリアリティへ――社会学、真如苑に入る』新曜社，pp.302-5． 
213 高樟健太，2013，「新宗教教団による巫者養成とその解釈」『東北宗教学』8・9，p.54． 
214 中野毅，2014，「戦後日本社会と創価学会運動――社会層と政治進出との関連で」西山茂編

『近現代の法華運動と在家教団』春秋社，p.301． 
215 Magali Sarfatti Larson, 前掲, p.47.  
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第 3節 養成制度 

まず、養成制度の確立に関する論点を提示する。 

宗教専門職養成制度は一般に当該宗教組織にとって必須の制度の一つである。それは、

むろん、その組織上の位置付けがなされている限りのことであるが、宗教組織を再生産し

ていくため、その組織を安定・継続させるために必要とされ、ひいては当の宗教の正当性

を社会的に獲得することにつながるからである。例えば教派神道にとって、その成立は一

派独立のために必要なことであり、政府からの要請でもあった216。 

また、その宗教が奉じるものが何でありどのような性質を持つものなのかなどの宗教専

門職における認知的基礎をつくりだし、宗教にかんする職の正当化、その社会的地位や職

業集団のコミットメントを確立するためにも必要である217。一般に養成機関の成立は、

Freidson の言う、職人（craft）やテクニシャン（technician）的なものから専門職（profession）

的なものへの転換と位置付けられるという意味で218、その専門職の性格に影響する。理念

型的な専門職においては、学校での養成、専門職の教師、養成の外部化、フルタイムの教

師、研究する教師、大学化が特徴とされる219。 

ただ他方で、とくに教師養成機関をつくることは、教義のマニュアル化をもたらすと指

摘されることがある。例えば金光教においてはその「取次」の一回性が失われることにな

ると解釈されることがある220。つまり、教育による専門職の正当化が行われる一方で、機

                                                   
216 藤井麻央，2016，「「近代教団」としての金光教の形成――明治期における宗教運動と宗教行

政」寺田喜朗・塚田穂高・川又俊則・小島伸之編『近現代日本の宗教変動――実証的宗教社会

学の視座から』ハーベスト社，pp.98-102；p.114． 
217 Eliot Freidson, 2001, Professionalism, The Third Logic: On the Practice of Knowledge, 

University of Chicago Press, p.84. 
218 Eliot Freidson, 前掲, p.93. 
219 ただ、専門職一般においても学校化が常に行われるわけでも、他方で学校化における葛藤が

あるわけでもない（Michael Burrage, 1993, “From Practice to School-based Professional 

Education: Patterns of Conflict and Accommodation in England, France, and the United States,” 

Sheldon Rothblatt, and Björn Wittrock, eds., The European and American University Since 1800: 

Historical and Sociological Essays, Cambridge University Press, pp.179-83）。 
220 小澤浩，2004，『民衆宗教と国家神道』山川出版社，p.67． 
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関での知の標準化が行われてしまうのであり、それはネガティブにも捉えられる221。 

また、宗教専門職の特徴としては、養成制度の確立や能力の定義を通じた、専門職、と

くに霊能者を統制する役割も一般に期待されている222。真如苑や円応教は養成とそのチェ

ック体制を確立している223。真如苑の場合、4 つある霊位の相承の場所は限定され、霊能者

同士でのチェックの仕組みなどがある224。 

このような制度的な確立における特徴が存在するが、次に論点となるのが、養成制度に

おける養成機関の組織内部化・組織外部化の区別である。ほとんどの場合、新宗教は教育

機関を組織外部化していない。つまり、例えば大学などの公的機関を通じた養成が独占し

ていないのである。大学において養成を行っているのは天理教・天理大学のみであるが（第

3 章参照）、この天理教ですら規則上は部分的であり、基礎的な条件を満たした上で受ける

ことができる講習会があり、機関としても天理教校が存在する。また、大和教団のように

外部の霊能者を教団に入れる場合もある225。 

外部化していない理由としてはその要因がいくつか考えられる。（１）個別の新宗教が大

学において課程を置くことが可能なほど大きな社会的な力を持っていないこと、（２）その

知が「大学化」、あるいはそれを通じた「学問化」していないこと（神学や仏教の宗学は「大

学化」している）、（３）例えば大学卒業を前提とすることが確立していないこと、（４）大

学的知識というよりは、布教、修行、秘儀などの実践を重視することが多いこと、などで

ある。 

他方、内部的な養成機関は発達しており、とくに教師の養成においては、重要視されて

いる226。この場合、養成の主体は「独立」はしておらず、部署になっている場合も多い227。

                                                   
221 Magali Sarfatti Larson, 前掲, Chap.4. 
222 Eliot Freidson, 前掲, pp.100-1; 西山茂，1994，「運動展開のパターン」井上順孝ほか編，前掲，

pp.59-60． 
223 井上順孝，前掲，pp.244-5 
224 秋庭裕・川端亮，前掲，pp.117; p.188． 
225 川村邦光，1994，「大和教団」井上順孝ほか編，前掲，pp.168-9． 
226 対馬路人，前掲，p.163． 
227 崇教真光の訓練教学部など（岡田浩樹，1994，「崇教真光」井上順孝ほか編，前掲，

pp.139-40）。 
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また、「講習」により資格を発行することで、内部的に区別されていることは多い228。例え

ば、金光教の場合は、「取次」を行うためには「教師」の資格が必要であり、それには金光

教学院において一年間の共同生活・学習が必要になるという意味で、一般信者とグラデュ

アルな関係にあるというのでなくはっきりと教師の職分が分かれている229。立正佼成会の

布教師資格認定制度のような資格制度も存在することもある230。 

しかし、内部における養成でも、制度化されていない場合もある。とくに霊能者の場合、

大規模な教育は適さないとされる231。修養団捧誠会のように、実際に教義を話す者はおり

（「講師」、「講師補」）、その解釈者もいるが（「教学院長」）、明確な専門職の養成が制度化

されていない場合もあり、その場合は信者たちの実践や活動によっている232。あるいは解

脱会のように、各「支部」・「独立座談会」の俗人である「支部長」が布教・修行の指導・

会の責任を追うため、明確なその養成がない場合もある233。 

すなわち、論点としては、養成制度の確立の意味の問題、およびその内部化・外部化の

問題があると言える。 

 

第 4節 能力 

宗教分野のみならず専門職養成機関にとって必要なことは、そのカリキュラムの確立で

ある。カリキュラムが確立され得るということは、そこで教授される知や能力、認知的基

礎や技術的基礎、行うとすればどのような「修行」が必要であるかということを特定でき

ているということを意味する。教師の場合、教団の教義・歴史、儀礼、教化・指導の技術、

                                                   
228 宗教系大学全体における宗教的資格提供の現状については調査が存在する（江島尚俊・

2017，「現代日本の宗教系大学と「宗教的資格」に関する調査報告」『佛教文化研究』61）。 
229 渡辺雅子，2007，『現代日本新宗教論――入信過程と自己形成の視点から』御茶の水書房，

p.253． 
230 梅津礼司，1994，「立正佼成会」井上順孝ほか編，前掲，p.321． 
231 対馬路人，前掲，p.160． 
232 島薗進，1992，「救いと徳――和合倫理とそのかなた」島薗進編『救いと徳――新宗教信仰者

の生活と思想』弘文堂，p.19; p.29． 
233 石井研士，1983，「解脱会の形成と現状」バイロン・エアハート／宮家準編，『伝統的宗教の再

生――解脱会の思想と行動』名著出版，p.86． 
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教養などの講義および、実践や実習が行われる234。他方、霊能者の場合、特殊な修行や訓

練が課され、個人の資質が重視される235。いずれにせよ、カリキュラムとはその宗教にお

ける、あるいはその宗教の専門職にとって必要とされる、何らかの本質の認知を生産する

メカニズムだと言える236。 

ただし、資格などの制度においてもそうであるが、カリキュラムにおいても、それが指

示する能力と機能の問題がある。すなわち、一般に宗教教師は、その宗教団体に「所属」

する人、あるいはクライエントの生活全体を対象にしているがゆえに、多様な仕事をしな

ければならないが、しかし他方で、その知は当該社会と宗教団体を背景に確立しているも

のであるため実際の生活との相違・葛藤があり得るということである。ゆえに、能力が制

度化しているとしても、それが十全に実際に機能するとは限らないのであり、むしろ制度

化し公式化したからこその問題も発生し得る。 

そして、キリスト教の牧師などと同様に237、能力の社会的機能は歴史的に変化してきた

と考えられる。カリキュラムによって能力が特定できていることは、通常、当該宗教団体

内における特定を意味するが、他方でそれが広い社会的な文脈に置かれた際には、その能

力の意味が文脈により変化し得る。それゆえ、以前はできていたことができなくなるよう

な、能力の機能の変化があり得る。 

能力の内容については、学術的な知識と実践的な知識の葛藤も存在する238。キリスト教

の聖職においても学術的知識のみで十分かどうかが議論されているが239、新宗教において

も、能力が確立したとしてもそれが「高度化」した場合、日々の実践と遊離し得るという

ことでもある。例えば、制度化していない巫者の場合、その実践は交渉の中で即興的に構

                                                   
234 対馬路人，前掲，p.163． 
235 対馬路人，前掲，pp.160-1． 
236 Mirko Noordegraaf, 2011, “Remaking professionals?: How associations and professional 

education connect professionalism and organizations,” Current Sociology, 59.4, p.470.  
237 Edwin S. Gaustad, 1989, “The Pulpit and the Pews,” William R. Hutchinson, ed., Between the 

Times: The Travail of the Protestant Establishment in America, 1900-1960, Cambridge University 

Press, p.30-1. 
238 Samo Pavlin, Ivan Svetlik, and Julia Evetts, 2010, “Revisiting the role of formal and practical 

knowledge from a sociology of the professions perspective,” Current Sociology, 58.1. 
239 アリスター E・マクグラス，2010，『アリスター・E・マクグラス宗教教育を語る――イギリスの神学

校はいま』高橋義文訳，キリスト新聞社；クラウス・シュペネマン，前掲，p.165． 
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成されるが240、能力が制度化していればいるほど、そのようなことは「許されなく」なっ

ていくだろう。 

すなわち、カリキュラムを通じた能力の公式化の問題、およびその機能と内容が論点に

なると言える。 

 

第 5節 宗教組織の中の専門職 

どのような「能力」を養成するかという問題と同時に、養成され「能力」を身に着けた

とされる人間をどのように処遇するかという問題がある。 

これはまず、宗教専門職の能力とその組織における地位との結びつきの点にみられる。

Stark and Bainbridge241は、サイエントロジーにおける「クリアー（clear）」の状態を、個人の

発達（personal development）としてではなく、社会的地位（social status）として捉えており、

これはキリスト教原理主義における救済や禅における悟りにも適用できるとしている。白

水242も、真如苑の霊能者は、単なる位置（position）ではなく位階の存在する地位（status）

であり、体制的な性格（組織内的性格）を持つということを述べている。とくにサイエン

トロジーのように細かな段階を持つ場合、それは一種の〈身分〉となり得るだろう243。つ

まり、「能力」は単なる能力ではなく、組織内の社会的構造における意味を帯びている。 

同時に、宗教専門職における認知的基礎は組織相対的であるといえる。これは一つには

宗教システムが分出したゆえである。すなわち、「宗教」外ではその認知的基礎は正当化さ

れにくい。また、教団の分派の際にも、その認知的基礎はそれぞれ正当化されるが244、こ

の前提としてあるのは、戦後日本においては、宗教的な資格は公的なものではなく、基本

                                                   
240 村上晶，2017，「巫者の語りと実践の形成――津軽のカミサマを事例として」『宗教研究』91.1，

p.91． 
241 Rodney Stark, and William Sims Bainbridge, 1986, The Future of Religion: Secularization, 

Revival and Cult Formation, University of California Press, p.266. 超越瞑想においても、「位」と

学歴との連動があるとしている（Stark and Bainbridge, 1986, 前掲，p.290） 
242 白水寛子，1978，「変化エージェントとしての新宗教の霊能力者」森岡清美編『変動期の人間と

宗教』未来社． 
243 西山哲郎，1997，「家元制度から段級制度、そしてスキー・バッヂテストへ」『現代風俗学研究』3，

p.6． 
244 弓山達也，2005，『天啓のゆくえ――宗教が分派するとき』日本地域社会研究所． 
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的にはその宗教「内部」のみにしか通用しないものであるということである。とくに霊能

者の場合、その能力は組織内・信者間において認められなければ「能力」とならない245。

これもその組織が社会的にどのような位置を占めるのか、という問題とつながっている。

そして、これは組織を通じた宗教的能力と市場の独占と関係する。宗教専門職の場合、組

織内における独占という性格が強い。「教祖」へのカリスマの集中などに加えて、教師の派

遣という仕組みがこれに当たる246。 

以上のような意味で、宗教専門職は、能力や信者をそこに含みこむ組織の専門職である

と言える。 

 

第 6節 結語 

本章の議論から示唆されるのは、その養成の制度は宗教専門職のあり方にたいし強く影

響し、さらに専門職のあり方は、当該宗教団体の社会的性格、すなわち宗教団体がどのよ

うに社会と関係しているのかということを規定するということである。 

宗教専門職養成の特徴は、まず、専門職そのものと養成制度の多様性が挙げられる。「素

人」との区別も多様である。また、現代の文脈における組織的専門職の議論247とは異なる

意味でだが、新宗教の場合とくに組織相対的であると言える。 

そして、多くの場合、宗教専門職の養成を通じた正当化は、その宗教自体の正当化を意

味する。宗教専門職は他の専門職に比べ低度の制度化状態にある。これは、戦後日本にお

ける新宗教がどの程度「公的」なものとしてあったかという問題と結びついている。そし

て、養成は、その宗教団体の社会的位置に応じて制度化される。現状では、非公式的な養

成が優位だと言える。 

本章の議論と、教団としての発展論とは関係していると言える。「大学化」は必ず起こる

                                                   
245 川端亮，1988，「宗教的職能者における霊能力と家族の影響」『年報人間科学』9，p.80． 
246 沼田健哉，1996，「パーフェクトリバティー教団（PL）」井上順孝ほか編，前掲，p.179． 
247 Julia Evetts, 2011, “A new professionalism?: Challenges and opportunities,” Current Sociology, 

59.4, p.414. 
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のか248、民衆性ゆえの「一般の学校化」、「普通教育」化への道はあるか249、養成の変化に

よる宗教専門職の価値の変容はあるのか250、といったことが問いとしてある。 

今後の課題としては実証的研究を行う必要がある。それは新宗教の専門職のみならず、

独立の霊能者の養成、既成宗教における教師の養成の検討と比較、専門職アピールのディ

スコースの検討などが挙げられるだろう。  

                                                   
248 J. R. Faulconbridge, and D. Muzio, 2009, “Legal Education, Globalization, and Cultures of 

Professional Practice,” Georgetown Journal of Legal Ethics, 21. 
249 齋藤知明，2016，「宗侶養成校から中学校へのあゆみ――浄土宗中等教育体制の変遷と学校

教育の実際」『佛教文化研究』60，p.152． 
250 Julia Evetts, 前掲, p.414. 
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おわりに 

 

本稿で行った作業は、あくまで新宗教系高等教育機関の研究のための予備的な考察にと

どまる。本稿の議論を踏まえ、本主題を考察していく上での今後の課題について述べる。 

まず、第 2 章で行った設置理由の分析については、今後、より「宗教学的な」側面での

考察が求められる。それは個々の教団の文脈を加味するということと同時に、その設置の

論理を構築する際にそれぞれの宗教的な理念や制度がどのように関わったのか（あるいは

関わらなかったのか）を考察していくということを意味する。 

第 2 章での設置理由の分析は、かなり一般的な、あるいは教育的な論理の導出に偏って

いたと思われる。もちろんこれは、第 2 章、第 3 章それぞれの末尾において示唆したよう

に、大学という公的で高度に制度化された組織を成立させようとしたとき、たとえ宗教団

体であったとしても、近現代日本において確立した「大学」概念に影響されざるを得ない

という事情によるものではあるだろう。 

しかしながら、それでも既存の「大学」概念を変化させて利用するような契機は歴史上

存在したと思われるし、これは個々の教団においてもあり得たことだと思われる。そのた

め、本主題について深化していくためには、その設置理由の論理と宗教団体の理念との関

係について、その社会的文脈を加味しながら、比較的に考察していく必要がある。 

次に第 3 章で行った制度・組織の比較的研究については、長期間の歴史的な実証分析が

必要になると思われる。第 3 章では教団と大学の関係および「高度な知識」の視点から考

察したが、これらは歴史的に変化していったと思われる。むろん、今回対象とした大学の

多くは他の大学に比してとくに長い歴史を持つものではないと言えるが、日本の大学の変

容や教団そのものの変容に伴い変化していったと考えられる。このことは、仮に教団に発

展のパターンがあるとすれば251、それに伴う高等教育の発展のパターンがある可能性も示

唆するだろう。また、第 2 章についてもそうであったが、大学という機関で教授されるべ

                                                   
251 森岡清美，1989，『新宗教運動の展開過程――教団ライフサイクル論の視点から』創文社．に

関する諸研究を想定している。 
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き知識がどのような文脈で規定されているかは、個々の教団における宗教的理念等の検討

が必要になるだろう。ただ、大学を含め高等教育機関を分析するには資料の問題があるこ

とは確かだが、第 3 章で分析した史資料から分析することは、その公式構造を解明するた

めには必要になると思われる。むろん、教員に関する規定など他の側面について検討する

ことも必要である。 

第 4 章については、専門職に関する実証研究が必要になると思われる。第 4 章は論点の

提示にとどまっており、実証的なデータを主に参照したものではない。むろん、第 4 章で

引用した文献を参照すればわかるように、宗教に携わる者に関する研究は様々に存在する。

しかしながら、それらを専門職論や高等教育研究の見地から比較的に研究しているものは

ないと思われる。組織専門職というあり方を示唆したが、これは信者を含めた宗教組織の

構造を考えるためにも、大学という外部の自律的組織との関係を考える上でも重要だと考

える。また、そもそも専門職のような「職」がどのようなものとして各宗教において捉え

られているのか（どのように観念されているか、信者との関係はどうであるか、など）を

検討することも本来必要であった。さらにこのことを検討することを通じて、他の専門職

との関係、たとえば他の宗教教師やカウンセラーなどとの「分業」あるいは管轄権252をめ

ぐる葛藤についても明らかにすることができるだろう。 

本稿において取り上げられなかった主題について述べると、まず、新宗教系の特徴とい

うものがあるのか、という点である。これについては本稿では明確な特徴を示すことはで

きなかった。むろん、必ず特徴がなくてはならないわけではなく、そもそも他の宗教系、

とくに仏教系との詳細な比較を行わなければ明確には導出できないと思われる。ただ、そ

の宗教の特質に起因する、教育組織の特徴があるとすればいかなるものであり得るかは、

宗教と教育について捉える上で重要な視点となるだろう。 

次に、非大学の高等教育機関については断片的な検討に留まった。ただ、第 2 章におい

て検討したように、非大学の機関は、各団体の教育事業、ひいては社会との関係を捉える

                                                   
252 Andrew Abbott, 1988, The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, 

University of Chicago Press. 
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上で重要な位置にある。そして、それらが大学とどのように関係し、あるいは区別されて

いるかを明らかにすることによって、ひいては大学というものがどのようなものとして考

えられているかを際立たせることになるだろう。この際には、戦後日本において「大学」

がどのように考えられてきたのか、その学校観253を検討する必要がある。また、本稿にお

いては事例の少なさもあるが、短期大学であることの意味の検討はできなかった。 

最後に、第 3 章で触れたように、本稿において検討した学校のうち、天理教系の大学の

事例は新宗教系機関のうちで重要な事例だと言える。それは宗教系大学としての理念型と

して捉えられるからである。天理大学については現在研究・調査を行っているが本稿に間

に合わせることはできなかった。また、とくに戦後大学史を考える上では日本福祉大学お

よび創価大学も重要な事例となるだろう。 

 

  

                                                   
253 佐藤秀夫，2004，『教育の文化史〈1〉 学校の構造』阿吽社． 
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